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【注】 

 本報告書(原案)案は、横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討にあたり、検討主体である四国地方整

備局が「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って検討している内容を示し

たものであり、後に国土交通本省に報告する「対応方針(案)」を作成する前の段階における四国地方

整備局としての（原案）案に相当するものです。 

 国土交通本省は、四国地方整備局から「対応方針(案)」とその決定理由等の報告を受けた後、「今後

の治水対策のあり方に関する有識者会議」の意見を聴き、対応方針を決定することになります。 
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1. 検討経緯 

横
よこ

瀬川
ぜ が わ

ダム建設事業については、平成 22 年 9 月 28 日に国土交通大臣から四国地方整

備局長に対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう指示があり、同日付けで検討手

順や手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」(以下「検

証要領細目」という。)に基づき、「ダム事業の検証に係る検討」を実施するよう指示が

あった。 

四国地方整備局では、検証要領細目に基づき、横瀬川ダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場(以下「検討の場」という。)を平成 22 年 11 月 18 日に設置し、検討

を進めるにあたっては、検討の場を公開で開催するなど、検討の場の進め方に関する事

項を定めた。そして、第 3 回幹事会を開催後、平成 23 年 5 月 27 日～6 月 27 日まで、「治

水・利水・流水の正常な機能の維持の対策案の具体的提案について」及び「治水・利水・

流水の正常な機能の維持の対策案の概略評価について」を対象としたパブリックコメン

トを行い、パブリックコメントのご意見等を踏まえ追加・見直しした対策案により第 4

回幹事会を開催した。 

その後、平成 24 年 10 月 25 日に検討の場を開催して、横瀬川ダム建設事業の目的であ

る洪水調節、利水、流水の正常な機能の維持についての目的別の総合評価及び総合的な

評価を行った。 

そして、これまでの検討結果をとりまとめた「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討

報告書（素案）」（以下「本報告書（素案）」という。）を作成し、平成 24 年 10 月 30 日か

ら平成 24 年 11 月 10 日までの間に紙面等での意見聴取を行い、平成 24 年 11 月 5 日に中

筋川流域の会場において関係住民への本報告書（素案）の説明会を開催した上で、平成

24 年 11 月 10 日に意見聴取を行った。また、平成 24 年 11 月 13 日には、学識経験を有

する者等から意見聴取を行った。 

これらを踏まえ、「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案（以下「本

報告書（原案）案」という。）を作成したところである。 

なお、横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討フローを図 1-1 に示す。 
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図 1-1 横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討フロー 

 

パブリックコメント 
(H23.5.27～H23.6.27) 

幹事会(第 1 回) 

幹事会(第 2 回) 

幹事会(第 3 回) 

幹事会(第 4 回) 

検討の場 

横瀬川ダムの検証に係る検討 

検

証

対

象

ダ

ム

事

業

等

の

点

検 

も有利な案は、「ダム案」 

(H22.11.25 ) 

(H23.3.23 ) 

(H23.5.27 ) 

(H24.8.9 ) 

注) 上記の対策案の数には、ダム案を含む。 

対応方針(原案)の作成

対応方針(案)の決定 

本省への検討結果の報告

対応方針(素案)の作成 

横瀬川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる

検討の場規約、今後の進め方の確認 

横瀬川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる

検討の場の設置(H22.11.18 設置) 

・ダム事業等の点検 
・複数の治水対策案の立案について 

(1)対策案のパブリックコメント結果 
(2)パブリックコメント結果による対策案の追

加・見直しについて 
(3)複数の治水・利水・流水の正常な機能維持対策

案の立案・抽出について 
(4)横瀬川ダム建設事業等の点検について 

(1)治水・利水・流水の正常な機能維持対策案の評

価軸毎の評価 
(2)目的別総合評価 7 つの評価軸により評価 
(3)総合評価 

・複数の治水対策案の立案・抽出について 
・複数の新規利水方策の適用の可能性及び複数の

新規利水対策案の立案・抽出について 
・複数の治水の正常な機能の維持方策の適用の可

能性及び複数の流水の正常な機能の維持対策案

の立案・抽出について 
・パブリックコメントについて 

治水：14 案の立案→8 案抽出 
利水：8 案の立案→3 案抽出 
流水：5 案の立案→3 案抽出 

治水：19 案の立案→6 案抽出 
利水：10 案の立案→5 案抽出 
流水：12 案の立案→5 案抽出 

関係住民 意見を聴く場(H24.11.10) 
          紙面等での意見聴取 

(H24.10.30～H24.11.10) 
※関係住民への報告書(素案)説明会を

H24.11.5 に開催した。 
学識経験を有する者(H24.11.13)

事業評価監視委員会 

○利水参画者に対し、ダム

事業参画継続の意思・必

要な開発量の確認 
○利水参画者において水需

要計画の点検・確認を行

うよう要請 
○利水参画者に対し、代替

案が考えられないか検討

するよう要請 
【H22.12.9 四万十市長あ

て依頼】 
【H23.1.26 四万十市長あ

て依頼】 

○検討主体において、必要

量の算定が妥当に行われ

ているか確認 
【H23.5.27 幹事会 (第 3

回)】 

対策案の立案 
・検証要領細目を参

考に幅広い方策を組

み合わせて検討を行

い、対策案を検討 
 
対策案の抽出 
・立案した対策案の

概略評価を行い、対

策案を抽出 

○利水対策案を利水参画

者等に提示、意見聴取 

【H24.9.19  知事等あて

照会】 

(H24.10.25 ) 

(河川法第 16 条の 2(河川整備計画)等に

準じて行う。) 

関係地方公共団体の長 
関係利水者 

幹事会(第 5 回) 
(H24.11.28 ) 
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表 1-2-2 検討の場の実施経緯 

　(平成24年11月28日現在)

年月日

平成22年 9月28日 ダム事業の検証に
係る検討指示

■国土交通大臣から四国地方整備局長に指示

平成22年11月18日 検討の場（設置） ■規約、構成員について
平成22年11月25日 幹事会（第1回） ■規約について

■今後の検討の進め方について

平成23年 3月23日 幹事会（第2回） ■横瀬川ダム建設事業等の点検
　・総事業費（中間整理）、工期、堆砂計画
■治水対策案の検討
　・複数の治水対策案への26方策の適用性

平成23年 5月27日 幹事会（第3回） ■対策案の検討
　・複数の治水対策案の立案、抽出
　・新規利水の必要量の算出確認
　・複数の新規利水対策案の立案、抽出
　・複数の流水の正常な機能の維持対策案の立案、抽出
■パブリックコメントの募集について
　・「各目的ごとの対策案」の具体的提案、概略評価を対象

平成24年 8月 9日 幹事会（第4回） ■パブリックコメントの結果
　・「各目的ごとの対策案」の具体的提案、概略評価について
　　の意見を紹介
■対策案の検討
　・パブリックコメントの意見を踏まえた対策案の追加・見直し
　・複数の治水対策案の立案、抽出
　・新規利水の必要量の算出確認
　・複数の新規利水対策案の立案、抽出
　・複数の流水の正常な機能の維持対策案の立案、抽出
■横瀬川ダム建設事業等の点検
　・総事業費

平成24年10月25日 検討の場 ■横瀬川ダム建設事業等の点検
　・総事業費
　・計画の前提となっているデータ
■目的別の総合評価
　・治水対策案の総合評価（案）
　・新規利水対策案の総合評価（案）
　・流水の正常な機能の維持対策案の総合評価（案）
　・利水参画者等から新規利水及び流水の正常な機能の維持対策案
    について意見聴取した結果
■検証対象ダムの総合的な評価
■意見聴取等の進め方

平成24年11月28日 幹事会（第5回）
■学識経験を有する者等、関係住民への意見聴取について
■「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書(原案)案」について

検討内容

 

 

1.2.2 パブリックコメント 

検討の過程においては、主要な段階でパブリックコメントを実施することとして

おり、第 3 回幹事会開催後の平成 23 年 5 月 27 日から 6 月 27 日の 32 日間に「各目

的別ごとの対策案の立案」と「各目的別ごとの概略評価による対策案の抽出」を対

象としたパブリックコメントを行い、個人 44 名、団体 1 団体からご意見を頂いた。

(その結果は 6.2 に示すとおりである。) 

 

1.2.3 意見聴取 

「本報告書（素案）」を作成した段階で、河川法第 16 条の 2 等に準じて、学識経

験を有する者、関係住民からの意見聴取を実施した。その結果は 6.3 に示すとおり

である。 

今後、関係地方公共団体の長及び関係利水者からの意見聴取を行い、その経緯に

ついて記述する予定。 
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4.2.5 治水対策案の評価軸ごとの評価 

概略評価により抽出した 5 つの治水対策案と現計画（横瀬川ダム案）について、

検証要領細目に示されている 7 つの評価軸により評価を行った。 

なお、評価に当たって、治水対策案の名称は以下のように整理した。 

 

表 4-2-9(1) 評価対象治水対策案 

治水対策案の名称 
評価軸ごとの評価時の 

治水対策案の名称 

現計画(ダム案)： 

河川整備計画(横瀬川ダム) 
横瀬川ダム案 

治水対策案Ａ： 

河道の掘削 
河道掘削案 

治水対策案Ｄ： 

河道の掘削＋堤防のかさ上げ 
河道対策案 

治水対策案Ｊ：  

遊水地(掘削無し(小))＋河道の掘削 

＋堤防のかさ上げ 

遊水地・河道対策案 

治水対策案Ｋ： 
既設ダムの有効活用(中筋川ダムかさ上げ) 
＋河道の掘削＋堤防のかさ上げ 

既設ダム活用・河道対策案

治水対策案Ｑ：  
雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全(機能の向上) 
＋河道の掘削＋堤防のかさ上げ 

流域対策・河道対策案 

 

評価結果については、評価表 表 4-2-9(3)～表 4-2-9(7)のとおりである。 
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表 4-2-9(3) 治水対策案の評価軸ごとの評価 

（0）ダム建設を含む対策案 （3）既存ストックを有効活用した対策案 （4）流域を中心とした対策案

（0 現行計画） Ⅰ-1（Ａ案） Ⅰ-4（Ｄ案） Ⅱ-6（Ｊ案） Ⅲ-1（Ｋ案） Ⅳ-1（Ｑ案）

横瀬川ダム案 河道掘削案 河道対策案 遊水地・河道対策案 既設ダム活用・河道対策案 流域対策・河道対策案

・横瀬川ダム ・中筋川：河道の掘削 ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：河道の掘削 ・横瀬川：堤防のかさ上げ

・横瀬川：堤防のかさ上げ ・横瀬川：堤防のかさ上げ ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：堤防のかさ上げ

・河川整備計画の目標流量を計画高水位以下で流
すことができる。

・横瀬川ダム案と同程度の安全を確保できる。 ・横瀬川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・横瀬川で堤防をかさ上げした区間において、横瀬
川ダム案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、
仮に決壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道
の掘削案より大きくなる恐れがある。

・横瀬川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・横瀬川で堤防をかさ上げした区間において、横瀬
川ダム案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、
仮に決壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道
の掘削案より大きくなる恐れがある。（なお、水位
は、河道の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等で
ある。）

・横瀬川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・横瀬川で堤防をかさ上げした区間において、横瀬
川ダム案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、
仮に決壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道
の掘削案より大きくなる恐れがある。（なお、水位
は、河道の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等で
ある。）

・横瀬川ダム案と同程度の安全を確保できる。

・横瀬川で堤防をかさ上げした区間において、横瀬
川ダム案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、
仮に決壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道
の掘削案より大きくなる恐れがある。（なお、水位
は、河道の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等で
ある。）

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位を超える区間がある。

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位を超える区間がある。
（なお、横瀬川ダム案と比較すると、河道の水位が
計画高水位を越える区間は長く、またその越える程
度が大きくなる区間が長い。）

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位（堤防のかさ上げ区間
ついては、当該かさ上げに伴い変更した後の計画
高水位）を超える区間がある。（なお、「横瀬川ダム
案」と比較すると、河道の水位が計画高水位を越え
る区間は長く、またその越える程度が大きくなる区
間が長い。）

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位（堤防のかさ上げ区間
ついては、当該かさ上げに伴い変更した後の計画
高水位）を超える区間がある。（なお、「横瀬川ダム
案」と比較すると、河道の水位が計画高水位を越え
る区間は長く、またその越える程度が大きくなる区
間が長い。）

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位（堤防のかさ上げ区間
ついては、当該かさ上げに伴い変更した後の計画
高水位）を超える区間がある。（なお、「横瀬川ダム
案」と比較すると、河道の水位が計画高水位を越え
る区間は長く、またその越える程度が大きくなる区
間が長い。）

【河川整備基本方針ﾚﾍﾞﾙの洪水】
・河道の水位は計画高水位（堤防のかさ上げ区間
ついては、当該かさ上げに伴い変更した後の計画
高水位）を超える区間がある。（なお、「横瀬川ダム
案」と比較すると、河道の水位が計画高水位を越え
る区間は長く、またその越える程度が大きくなる区
間が長い。）

・横瀬川ダム、中筋川ダムの洪水調節計画は河川
整備基本方針レベルの洪水から決められており、
河川整備基本方針レベルの洪水が発生した場合、
ダムによる洪水調節効果を発揮する。

・遊水地の洪水調節計画は河川整備計画レベルの
洪水から決めることを想定しており、河川整備基本
方針レベルの洪水が発生した場合、遊水地による
洪水調節効果が完全に発揮されないことがある。ま
た、遊水地内の水位は河道に連動するため、河道
の水位が計画高水位を超えると、遊水地内の水位
も計画高水位を超える。

・中筋川ダムの有効活用の洪水調節計画は、河川
整備計画レベルの洪水から決めることを想定してお
り、河川整備基本方針レベルの洪水が発生した場
合、既設ダムの有効活用による洪水調節効果が完
全に発揮されないことがある。

・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全（機
能の向上）は、河川整備基本方針レベルの洪水が
発生した場合、雨水貯留施設、雨水浸透施設、水
田等の保全（機能の向上）による貯留効果を発揮し
ない。

・堤防のかさ上げをした区間において、横瀬川ダム
案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、仮に決
壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道の掘削
案より大きくなる恐れがある。

・堤防のかさ上げをした区間において、横瀬川ダム
案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、仮に決
壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道の掘削
案より大きくなる恐れがある。（なお、水位は、河道
の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等である。）

・堤防のかさ上げをした区間において、横瀬川ダム
案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、仮に決
壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道の掘削
案より大きくなる恐れがある。（なお、水位は、河道
の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等である。）

・堤防のかさ上げをした区間において、横瀬川ダム
案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、仮に決
壊した場合、被害が横瀬川ダム案及び河道の掘削
案より大きくなる恐れがある。（なお、水位は、河道
の掘削＋堤防のかさ上げ案とほぼ同等である。）

・なお、横瀬川ダム及び中筋川ダムは、降雨の地域
分布、時間分布や降雨の規模によって本川への効
果量が異なる。

・なお、中筋川ダムは、降雨の地域分布、時間分布
や降雨の規模によって本川への効果量が異なる。

・なお、中筋川ダムは、降雨の地域分布、時間分布
や降雨の規模によって本川への効果量が異なる。

・なお、中筋川ダム及び遊水地は、降雨の地域分
布、時間分布や降雨の規模によって本川への効果
量が異なる。

・なお、中筋川ダムの有効活用は、降雨の地域分
布、時間分布や降雨の規模によって本川への効果
量が異なる。

・なお、雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保
全（機能の向上）は、降雨の地域分布、時間分布や
降雨の規模によって本川への効果量が異なる。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
を超える可能性がある。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
を超える可能性がある。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
（堤防のかさ上げ区間ついては、当該かさ上げに伴
い変更した後の計画高水位）を超える可能性があ
る。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
（堤防のかさ上げ区間ついては、当該かさ上げに伴
い変更した後の計画高水位）を超える可能性があ
る。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
（堤防のかさ上げ区間ついては、当該かさ上げに伴
い変更した後の計画高水位）を超える可能性があ
る。

【河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水】
・降雨の地域分布、時間分布、規模等によって異な
るが、河道の水位はほとんどの区間で計画高水位
（堤防のかさ上げ区間ついては、当該かさ上げに伴
い変更した後の計画高水位）を超える可能性があ
る。

・河川整備基本方針レベルを上回る大きな洪水が
発生した場合、ダムによる洪水調節効果が完全に
発揮されないことがある。

・河川整備基本方針レベルを上回る大きな洪水が
発生した場合、遊水地は、洪水調節効果が完全に
発揮されないことがある。また、遊水地内の水位は
河道に連動するため、河道の水位が計画高水位を
超えると、遊水地内の水位も計画高水位を超える。

・中筋川ダムのかさ上げは、ダム流入量よりも流量
を増加させることはないが、河川整備基本方針レベ
ルを越える洪水が発生した場合、中筋川ダムのか
さ上げによる洪水調節効果が完全に発揮されない
ことがある。

・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全（機
能の向上）は、河川整備基本方針レベルより大きい
洪水が発生した場合、雨水貯留施設、雨水浸透施
設、水田等の保全（機能の向上）による貯留効果を
発揮しない。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

・局地的な大雨がダム上流域で発生した場合、ダム
の容量を上回るまでは、洪水調節可能である。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

・局地的な大雨が遊水地上流域で発生した場合、
遊水地の容量を上回るまでは、洪水調節可能であ
る。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

・局地的な大雨がダム上流域で発生した場合、ダム
の容量を上回るまでは、洪水調節可能である。

【局地的な大雨】
・河道の水位が計画高水位を上回るまでは、河川
整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安
全度を確保できる。

●目標を上回る洪水等が
発生した場合にどのような
状態となるか

（2）大規模治水施設による対策案
　　  　    治水対策案と実施内容の概要

　　評価軸と評価の考え方

●河川整備計画レベルの
目標に対し安全を確保でき
るか

（1）河道改修を中心とした対策案

・中筋川：遊水地（掘削無し（小））
        ＋河道の掘削

・中筋川：中筋川ダムかさ上げ
       　＋河道の掘削

・流域全体：雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全

①安全度
（被害軽減

効果）
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表 4-2-9(4) 治水対策案の評価軸ごとの評価 

（0）ダム建設を含む対策案 （3）既存ストックを有効活用した対策案 （4）流域を中心とした対策案

（0 現行計画） Ⅰ-1（Ａ案） Ⅰ-4（Ｄ案） Ⅱ-6（Ｊ案） Ⅲ-1（Ｋ案） Ⅳ-1（Ｑ案）

横瀬川ダム案 河道掘削案 河道対策案 遊水地・河道対策案 既設ダム活用・河道対策案 流域対策・河道対策案

・横瀬川ダム ・中筋川：河道の掘削 ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：河道の掘削 ・横瀬川：堤防のかさ上げ

・横瀬川：堤防のかさ上げ ・横瀬川：堤防のかさ上げ ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：堤防のかさ上げ

【10年後】
・横瀬川ダムは施工完了可能であり、横瀬川ダム下
流区間に洪水調節効果を発現していると考えられ
る。

【10年後】
・河道の掘削については、改修を行った区間から順
次効果を発現していると考えられる。

【10年後】
・河道の掘削、堤防のかさ上げについては、改修を
行った区間から順次効果を発現していると考えられ
る。

【10年後】
・遊水地については、事業実施中であり、効果の発
現は見込めないと考えられる。

【10年後】
・中筋川ダムのかさ上げについては、事業実施中で
あり効果の発現は見込めないと考えられる。

【10年後】
・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全（機
能の向上）については、事業実施中であり、施工し
た箇所から順次雨水貯留施設、雨水浸透施設、水
田等の保全（機能の向上）下流区間に効果を発現
していると考えられる。

・河道の掘削、堤防のかさ上げについては、改修を
行った区間から順次効果を発現していると考えられ
る。

・河道の掘削、堤防のかさ上げについては、改修を
行った区間から順次効果を発現していると考えられ
る。

・河道の掘削、堤防のかさ上げについては、改修を
行った区間から順次効果を発現していると考えられ
る。

※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、河川整備計画の目標流量を計画
高水位以下で流下させることができる。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、横瀬川ダム案と同程度の安全を
確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、横瀬川ダム案と同程度の安全を
確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、横瀬川ダム案と同程度の安全を
確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、横瀬川ダム案と同程度の安全を
確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間及び横瀬川の県管
理区間において、横瀬川ダム案と同程度の安全を
確保できる。

　　　　　　　　　約120億円

横瀬川ダム残事業費（洪水調節分）

※横瀬川ダム残事業費　約120億円については、横瀬川ダ
ム建設事業等の点検についてに示す残事業費約232.6億円
に特定多目的ダム法施行令(昭和32年政令第188号)第二条
(分離費用身替り妥当支出法)に基づく計算により算出したア
ロケ率　約52.5％を乗じて算出した。

　（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　　　　　　　　約220億円

横瀬川ダムの効果量に相当する河道掘削費。

　

（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　　　　　約190億円

横瀬川ダムの効果量に相当する河道の掘削費、堤
防のかさ上げ費。

（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　　　　　　　約190億円

横瀬川ダムの効果量に相当する遊水地、河道の掘
削、堤防のかさ上げ費。

（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　　　　　　約530億円

横瀬川ダムの効果量に相当する中筋川ダムかさ上
げ、河道の掘削、堤防のかさ上げ整備費。

（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　　　　　　　　約190億円

横瀬川ダムの効果量に相当する雨水貯留施設、雨
水浸透施設、河道の掘削、堤防のかさ上げ費等。

（費用は平成25年度以降の残事業費)

　　　　　　約119百万円／年
　　　　　　　（洪水調節分）

※維持管理費に要する費用は、横瀬川ダムの整備
に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　　　約18百万円／年

※維持管理費に要する費用は、河道の掘削案の実
施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　約39百万円／年

※維持管理費に要する費用は、河道の掘削＋堤防
のかさ上げ案の実施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　　約94百万円／年

※維持管理費に要する費用は、遊水地（掘削無し
（小））＋河道の掘削＋堤防のかさ上げ案の実施に
伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　約138百万円／年

※維持管理費に要する費用は、既設ダムの有効活
用（中筋川ダムかさ上げ）＋河道の掘削＋堤防の
かさ上げ案の実施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　　約39百万円／年

※維持管理費に要する費用は、雨水貯留施設＋雨
水浸透施設＋水田等の保全（機能の向上）＋河道
の掘削＋堤防のかさ上げの実施に伴う増加分を計
上した。

・上記の他、「河道の掘削を実施した区間において
再び堆積する場合」には、河道を維持するために掘
削にかかる費用が必要となる。
　(河道掘削量 約70万m3)

・上記の他、「河道の掘削を実施した区間において
再び堆積する場合」には、河道を維持するために掘
削にかかる費用が必要となる。
  (河道掘削量 約60万m3)

・上記の他、「河道の掘削を実施した区間において
再び堆積する場合」には、河道を維持するために掘
削にかかる費用が必要となる。
  (河道掘削量 約20万m3)

・上記の他、「河道の掘削を実施した区間において
再び堆積する場合」には、河道を維持するために掘
削にかかる費用が必要となる。
  (河道掘削量 約50万m3)

・上記の他、「河道の掘削を実施した区間において
再び堆積する場合」には、河道を維持するための掘
削にかかる費用が必要となる。
  (河道掘削量 約60万m3)

【中止に伴う費用】
・発生しない。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円が必要と見込んでいる。
（費用は共同費ベース）

・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム
法に基づき利水者負担金の還付が発生する。な
お、これまでの利水者負担金の合計は1.5億円であ
る。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円が必要と見込んでいる。
（費用は共同費ベース）

・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム
法に基づき利水者負担金の還付が発生する。な
お、これまでの利水者負担金の合計は1.5億円であ
る。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円が必要と見込んでいる。
（費用は共同費ベース）

・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム
法に基づき利水者負担金の還付が発生する。な
お、これまでの利水者負担金の合計は1.5億円であ
る。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円が必要と見込んでいる。
（費用は共同費ベース）

・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム
法に基づき利水者負担金の還付が発生する。な
お、これまでの利水者負担金の合計は1.5億円であ
る。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円が必要と見込んでいる。
（費用は共同費ベース）

・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム
法に基づき利水者負担金の還付が発生する。な
お、これまでの利水者負担金の合計は1.5億円であ
る。

②コスト ●完成までに要する費
用はどのくらいか

●その他の費用（ダム
中止に伴って発生する
費用等）はどのくらい
か

●段階的にどのように安全
度が確保されていくのか
（例えば５，１０年後）

●維持管理に要する
費用はどのくらいか

●どの範囲でどのような効
果が確保されていくのか
（上下流や支川等における
効果）

①安全度
（被害軽減
効果）

・中筋川：中筋川ダムかさ上げ
       　＋河道の掘削

・流域全体：雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全

　　  　    治水対策案と実施内容の概要

　　評価軸と評価の考え方

（1）河道改修を中心とした対策案 （2）大規模治水施設による対策案

・中筋川：遊水地（掘削無し（小））
        ＋河道の掘削
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表 4-2-9(5) 治水対策案の評価軸ごとの評価 

（0）ダム建設を含む対策案 （3）既存ストックを有効活用した対策案 （4）流域を中心とした対策案

（0 現行計画） Ⅰ-1（Ａ案） Ⅰ-4（Ｄ案） Ⅱ-6（Ｊ案） Ⅲ-1（Ｋ案） Ⅳ-1（Ｑ案）

横瀬川ダム案 河道掘削案 河道対策案 遊水地・河道対策案 既設ダム活用・河道対策案 流域対策・河道対策案

・横瀬川ダム ・中筋川：河道の掘削 ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：河道の掘削 ・横瀬川：堤防のかさ上げ

・横瀬川：堤防のかさ上げ ・横瀬川：堤防のかさ上げ ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：堤防のかさ上げ

③実現性 【横瀬川ダム】
・横瀬川ダム建設に必要な用地取得は、既に土地
所有者の御理解、御協力を得て約88%、家屋移転
は100%完了しているものの、一部の未取得地山林
約6haについて、土地所有者との合意形成が必要
である。

【遊水地】
・遊水地は、約40haの新たな用地協力が必要となる
ため、多くの土地所有者等との合意形成が必要で、
農地減少や農業への影響を懸念する意見が出され
ており、合意形成には困難さが予想される。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げに伴い、約20haの用地取
得が必要となるため、土地所有者等との合意形成
が必要である。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】

・雨水貯留施設(約0.1km2)、雨水浸透施設(1500

基)、水田等の保全(機能の向上）(約1.1km2)は、学
校及び公園、道路、水田等への設置(約1haの用地
取得)が必要であり、土地所有者等との合意形成が
必要である。

【河道改修】
・河道改修は、河道の掘削で対応することを基本と
しており、約4haの用地取得が必要となるため、土
地所有者等との合意形成が必要である。

【河道改修】
・河道改修は、河道の掘削及び堤防のかさ上げ
で対応することを基本としており、河道の掘削
及び堤防のかさ上げに伴い、約6haの用地取得
が必要となるため、土地所有者等との合意形成
が必要である。

【河道改修】
・河道改修は、河道の掘削及び堤防のかさ上げで
対応することを基本としており、堤防のかさ上げに
伴い、約2haの用地取得が必要となるため、土地所
有者等との合意形成が必要である。

【河道改修】
・河道改修は、河道の掘削及び堤防のかさ上げで
対応することを基本としており、河道の掘削及び堤
防のかさ上げに伴い、約5haの用地取得が必要とな
るため、土地所有者等との合意形成が必要であ
る。

【河道改修】
・河道改修は、河道の掘削及び堤防のかさ上げで対
応することを基本としており、河道の掘削及び堤防
のかさ上げに伴い、約6haの用地取得が必要となる
ため、土地所有者等との合意形成が必要である。

・現時点では、本対策案について土地所有者等に
説明を行っていない。

・現時点では、本対策案について土地所有者等に
説明を行っていない。

・現時点では、本対策案について土地所有者等に
説明を行っていない。

・現時点では、本対策案について土地所有者等に
説明を行っていない。

・現時点では、本対策案について土地所有者等に説
明を行っていない。

【横瀬川ダム】
・ダム建設に伴う漁業者への補償は完了している。

【遊水地】
・四万十市からは、「江ノ村地区の遊水地化は受け
入れられない」という意見書が出されている。
・遊水地の新設に伴い、農政局、県、市の関係部局
との調整が必要になる。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げに伴い、関係機関との調整
が必要になる。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）の新設に伴い、学校等の関係機関との
調整が必要となる。

・現行法制度のもとで横瀬川ダム案を実施すること
は可能である。

・現行法制度のもとで河道の掘削案を実施すること
は可能である。

・現行法制度のもとで河道の掘削＋堤防のかさ上
げ案を実施することは可能である。

・現行法制度のもとで遊水地（掘削無し(小）)＋河道
の掘削＋堤防のかさ上げ案を実施することは可能
である。

・現行法制度のもとで既設ダムの有効活用（中筋川
ダムかさ上げ）＋河道の掘削＋堤防のかさ上げ案
を実施することは可能である。

・現行法制度のもとで雨水貯留施設＋雨水浸透施
設＋水田等の保全（機能の向上）＋河道の掘削＋
堤防のかさ上げ案を実施することは可能である。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はな
い。

④持続性 【横瀬川ダム】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績も
あり、適切な維持管理により持続可能である。

【遊水地】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績も
あり、適切な維持管理により持続可能である。

【既設ダム有効活用】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績も
あり、適切な維持管理により持続可能である。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）については、効果を継続的させるための
施設管理者の協力が必要となる。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要と
なるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持
続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要と
なるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持
続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要と
なるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持
続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要と
なるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持
続可能である。

【河道改修】
・河道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要とな
るが、管理実績もあり、適切な維持管理により持続
可能である。

・流域全体：雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者との調整は、従
来どおり実施していく必要がある。
・横瀬川の河道の掘削に伴い、横瀬川で改築が必
要となる堰等の施設管理者との調整は、従来どお
り調整していく必要がある。
　床止め改築　3基
　堰改築　　　　5基

【河道改修】
・河道の掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来どおり実施していく必要がある。
・堤防のかさ上げに伴い、横瀬川で改築が必要とな
る橋梁等の施設管理者との調整は、従来どおり調
整していく必要がある。
　橋梁架替　　　　　　　　3橋
　樋門・樋管一部改築　8基
　排水機場一部改築　　1基

【河道改修】
・河道の掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来どおり実施していく必要がある。
・堤防のかさ上げに伴い、横瀬川で改築が必要とな
る橋梁等の施設管理者との調整は、従来どおり調
整していく必要がある。
　橋梁架替　　　　　　　　3橋
　樋門・樋管一部改築　9基
　排水機場一部改築　　1基

【河道改修】
・河道の掘削に伴う関係河川使用者との調整は、
従来どおり実施していく必要がある。
・堤防のかさ上げに伴い、横瀬川で改築が必要とな
る橋梁等の施設管理者との調整は、従来どおり調
整していく必要がある。
　橋梁架替　　　　　　　　3橋
　樋門・樋管一部改築　8基
　排水機場一部改築　　1基

【河道改修】
・河道の掘削に伴う関係河川使用者との調整は、従
来どおり実施していく必要がある。
・堤防のかさ上げに伴い、横瀬川で改築が必要とな
る橋梁等の施設管理者との調整は、従来どおり調
整していく必要がある。
　橋梁架替　　　　　　　　3橋
　樋門・樋管一部改築　8基
　排水機場一部改築　　1基

・中筋川：遊水地（掘削無し（小））
        ＋河道の掘削

・中筋川：中筋川ダムかさ上げ
       　＋河道の掘削

　　  　    治水対策案と実施内容の概要

　　評価軸と評価の考え方

（1）河道改修を中心とした対策案 （2）大規模治水施設による対策案

●土地所有者等の協力の
見通しはどうか

●その他の関係者との調
整の見通しはどうか

●将来にわたって持続可
能といえるか

●技術上の観点から実現
性の見通しはどうか

●法制度上の観点から実
現性の見通しはどうか

4-78



表 4-2-9(6) 治水対策案の評価軸ごとの評価 

（0）ダム建設を含む対策案 （3）既存ストックを有効活用した対策案 （4）流域を中心とした対策案

（0 現行計画） Ⅰ-1（Ａ案） Ⅰ-4（Ｄ案） Ⅱ-6（Ｊ案） Ⅲ-1（Ｋ案） Ⅳ-1（Ｑ案）

横瀬川ダム案 河道掘削案 河道対策案 遊水地・河道対策案 既設ダム活用・河道対策案 流域対策・河道対策案

・横瀬川ダム ・中筋川：河道の掘削 ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：河道の掘削 ・横瀬川：堤防のかさ上げ

・横瀬川：堤防のかさ上げ ・横瀬川：堤防のかさ上げ ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：堤防のかさ上げ

【横瀬川ダム】
・横瀬川ダムは、かさ上げにより容量を増加させる
ことは、技術的には可能であるが、道路等の施設
管理者や土地所有者の協力等が必要となると想定
されるため、柔軟に対応することは容易ではない。

【遊水地】
・遊水地内の掘削等により、遊水地の洪水調節効
果を向上させることは技術的には可能であるが、地
役権を設定した土地を買収することが必要となり、
土地所有者等との合意形成等が必要になると考え
られるため、柔軟に対応することは容易ではない。

【既設ダムの有効活用】
・さらにかさ上げにより容量を増加させることは、技
術的には可能であるが、道路等の施設管理者の協
力や土地所有者等の合意形成等が必要になると考
えられるため、柔軟に対応することは容易ではな
い。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・雨水貯留施設を地下貯留施設へ改築する等、コス
トを考慮しなければ、比較的柔軟に対応することが
できるが、土地所有者等との調整が必要になること
が考えられ、柔軟に対応することは容易ではない。

【河道改修】
・中筋川および横瀬川の河道の掘削は、掘削量の
調整により比較的柔軟に対応することができるが、
掘削量には限界がある。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、掘削量の調整により、比
較的柔軟に対応することができるが、掘削量には
限界がある。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、掘削量の調整により、比
較的柔軟に対応することができるが、掘削量には
限界がある。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、掘削量の調整により、比
較的柔軟に対応することができるが、掘削量には
限界がある。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、掘削量の調整により、比
較的柔軟に対応することができるが、掘削量には限
界がある。

・横瀬川の堤防のかさ上げは、技術的には可能で
あるが、用地取得、橋梁改築等が必要となり、施設
管理者の協力や土地所有者等との合意形成等が
必要になると考えられるため、柔軟に対応すること
は容易ではない。

・横瀬川の堤防のかさ上げは、技術的には可能で
あるが、用地取得、橋梁改築等が必要となり、施設
管理者の協力や土地所有者等との合意形成等が
必要になると考えられるため、柔軟に対応すること
は容易ではない。

・横瀬川の堤防のかさ上げは、技術的には可能で
あるが、用地取得、橋梁改築等が必要となり、施設
管理者の協力や土地所有者等との合意形成等が
必要になると考えられるため、柔軟に対応すること
は容易ではない。

・横瀬川の堤防のかさ上げは、技術的には可能であ
るが、用地取得、橋梁改築等が必要となり、施設管
理者の協力や土地所有者等との合意形成等が必要
になると考えられるため、柔軟に対応することは容
易ではない。

【横瀬川ダム】
・約6haの用地取得

・湛水の影響等により、地すべりの可能性が予測さ
れる箇所については、地すべり対策が必要になる。

【河道改修】
・約4haの用地取得
・3基の床止め改築
・5基の堰改築

・大きな影響は特に予想されない。

【河道改修】
・約6haの用地取得
・3橋の橋梁架替
・8基の樋門・樋管一部改築
・1基の排水機場一部改築

・大きな影響は特に予想されない。

【遊水地】
・約6haの用地取得
・約30haの地役権設定
・1基の樋門・樋管改築

【河道改修】
・約2haの用地取得
・3橋の橋梁架替
・8基の樋門・樋管一部改築
・1基の排水機場一部改築

・遊水地の新設にあたり、約40haの用地を調整池と
することは、浸水が伴うため、営農意欲の減退な
ど、事業地及びその周辺の地域経済を支える農業
活動への影響が考えられる。

【既設ダムの有効活用】
・約20haの用地取得
・約10㎞の付替道路

【河道改修】
・約5haの用地取得
・3橋の橋梁架替
・8基の樋門・樋管一部改築
・1基の排水機場一部改築

・湛水の影響等による地すべりの可能性の調査が
必要である。

【河道改修】
・約7haの用地取得
・3橋の橋梁架替
・8基の樋門・樋管一部改築
・1基の排水機場一部改築

・降雨時に貯留を行うことになるため、学校や公園
等の利用への影響が考えられる。

・下流地域では、治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルの顕在化の契
機にはなり得る。

・ダム湖を新たな観光資源とした地域振興の可能
性がある一方で、フォローアップが必要である。

・河川改修による治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させ
る契機にはなり得る。

・河川改修による治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させ
る契機にはなり得る。

・河川改修による治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させ
る契機にはなり得る。

・河川改修による治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させ
る契機にはなり得る。

・河川改修による治水安全度の向上による土地利
用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させる
契機にはなり得る。

【横瀬川ダム】
・一般的にダムを新たに建設する場合、移転を強い
られる水源地と、受益地である下流域との間で、地
域間の利害の衡平の調整が必要になる。

【遊水地】
・遊水地では建設地付近で用地買収や家屋移転補
償を伴い、受益地は下流域であるのが一般的であ
る。
・中筋川上流部で遊水地を新設するため、地域間
の利害の衡平に係る調整が必要になると考えられ
る。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げを実施する場合、用地買収
が伴い、移転を強いられる水源地と、水源地と受益
地である下流域との間で、地域間の利害の衡平の
調整が必要となると考えられる。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）は、建設地付近で学校や公園等の利用
制限を伴い、受益地は下流域であるのが一般的で
ある。

・雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）の実施区域は、主に上流区域であり、受
益地である下流区域との間で、地域間の利害の衡
平の調整が必要になると考えられる。

【河道改修】
・整備箇所と効果が発現する範囲が概ね一致する
ため、下流から順次河川整備を進める限り、地域間
の利害の不衡平は生じない。

【河道改修】
・整備箇所と効果が発現する範囲が概ね一致する
ため、下流から順次河川整備を進める限り、地域間
の利害の不衡平は生じない。

【河道改修】
・河道の掘削と堤防のかさ上げについては、整備箇
所と効果が発現する範囲が概ね一致するため、下
流から順次河川整備を進める限り、地域間の利害
の不衡平は生じない。

【河道改修】
・河道の掘削と堤防のかさ上げについては、整備箇
所と効果が発現する範囲が概ね一致するため、下
流からの順次河川整備を進める限り、地域間の利
害の不衡平は生じない。

【河道改修】
・河道の掘削と堤防のかさ上げについては、整備箇
所と効果が発現する範囲が概ね一致するため、下
流から順次河川整備を進める限り、地域間の利害
の不衡平は生じない。

・流域全体：雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全

●事業地及びその周辺へ
の影響はどの程度か

（2）大規模治水施設による対策案（1）河道改修を中心とした対策案

・中筋川：遊水地（掘削無し（小））
        ＋河道の掘削

●地域間の利害の衡平へ
の配慮がなされているか

　　  　    治水対策案と実施内容の概要

　　評価軸と評価の考え方

・中筋川：中筋川ダムかさ上げ
       　＋河道の掘削

●地球温暖化に伴う気候
変化や社会環境の変化な
ど、将来の不確実性に対
する柔軟性はどうか

●地域振興に対してどのよ
うな効果があるか

⑤柔軟性

⑥地域社会
　への影響
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表 4-2-9(7) 治水対策案の評価軸ごとの評価 
（0）ダム建設を含む対策案 （3）既存ストックを有効活用した対策案 （4）流域を中心とした対策案

（0 現行計画） Ⅰ-1（Ａ案） Ⅰ-4（Ｄ案） Ⅱ-6（Ｊ案） Ⅲ-1（Ｋ案） Ⅳ-1（Ｑ案）

横瀬川ダム案 河道掘削案 河道対策案 遊水地・河道対策案 既設ダム活用・河道対策案 流域対策・河道対策案

・横瀬川ダム ・中筋川：河道の掘削 ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：河道の掘削 ・横瀬川：堤防のかさ上げ

・横瀬川：堤防のかさ上げ ・横瀬川：堤防のかさ上げ ・中筋川：河道の掘削

・横瀬川：堤防のかさ上げ

【遊水地】
・遊水地は平常時は貯留しないため、水量・水質な
ど水環境への影響は小さいと考えられる。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げに伴い、貯水容量が増加
することにより、回転率は小さくなるが、その変化は
小さいことから、中筋川ダム下流の現況水質等の
水環境の変化は小さいと考えられる。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・水環境への影響は小さいと考えられる。

【横瀬川ダム】0.4km2(湛水面積)
・動植物の重要な種について、生息地の消失や生
息環境への影響を受けると予測される種があるた
め、生息環境の整備や移植等の環境保全措置を講
じる必要がある。

【遊水地】約0.4km2

・遊水地周囲堤の設置及び洪水時の湛水により、
一部の水田等の消失に伴い、設置箇所の動植物
の生息・生育環境に影響を与える可能性がある
が、周辺にも同様な環境が存在することから影響は
限定的であると考えられる。ただし、貴重種は必要
に応じて、移植などの保全措置を講ずる。

【既設ダムの有効活用】約0.2km2

・動植物の重要な種について、ダムかさ上げに伴い
生育地の消失や生育環境への影響を受けると予測
される種があるため、生育環境の整備や移植等の
環境保全措置を講じる必要があると考えられる。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・自然環境への影響は想定されない。

【河道改修】

（河道の掘削　約70万m3）
・河道の掘削により、動植物の生息、生育環境に影
響を与える可能性がある。必要に応じて、掘削方法
の工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保
全措置を講じる必要がある。

【河道改修】

（河道の掘削　約60万m3）
・河道の掘削により、動植物の生息、生育環境に影
響を与える可能性がある。必要に応じて、掘削方法
の工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保
全措置を講じる必要がある。

【河道改修】

（河道の掘削　約20万m3）
・河道掘削により、動植物の生息、生育環境に影響
を与える可能性がある。必要に応じて、掘削方法の
工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保全
措置を講じる必要がある。

【河道改修】

（河道の掘削　約50万m3）
・河道掘削により、動植物の生息、生育環境に影響
を与える可能性がある。必要に応じて、掘削方法の
工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保全
措置を講じる必要がある。

【河道改修】

（河道の掘削　約60万m3）
・河道掘削により、動植物の生息、生育環境に影響
を与える可能性がある。必要に応じて、掘削方法の
工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保全措
置を講じる必要がある。

・堤防のかさ上げにより、水田等が消失するが、改
変面積も小さく動植物環境に与える影響は小さいと
考えられる。

・堤防のかさ上げにより、水田等が消失するが、改
変面積も小さく動植物環境に与える影響は小さいと
考えられる。

・堤防のかさ上げにより、水田等が消失するが、改
変面積も小さく動植物環境に与える影響は小さいと
考えられる。

・堤防のかさ上げにより、水田等が消失するが、改
変面積も小さく動植物環境に与える影響は小さいと
考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム下流の横瀬川において、河床高はあまり変化
しないと考えられるものの、ダム直下では河床材料
の粗粒化が生じる可能性が考えられる。また、ダム
による河口への土砂流出量の変化は小さいと考え
られる。

【河道改修】
・河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

【河道改修】
・河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

【河道改修】
河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げによる土砂流動への影響
は小さいものと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

【河道改修】
・河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積
する場合は掘削が必要となる可能性がある。

【横瀬川ダム】
・ダム堤体及び付替道路により景観が一部変化す
ると考えられ、必要に応じて、法面の植生の回復等
の環境保全措置を講ずる必要がある。

・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

【遊水地】
・周囲堤の設置等により景観が一部変化すると考
えられ、必要に応じて、法面の植生の回復等の環
境保全措置を講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場につい
ては、地元住民等によりツルの越冬環境（ねぐら・エ
サ場）の整備が進められており、関係者と調整をし
ていく必要がある。

【既設ダムの有効活用】
・中筋川ダムのかさ上げによりダム堤体及び付替
道路等により景観が一部変化する考えられ、必要
に応じて、法面の植生の回復等の環境保全措置を
講ずる必要がある。
・ダム湖周辺の公園等の利用にも影響は小さいと
考えられる。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水田等の保全(機
能の向上）】
・雨水貯留施設等により景観や人と自然との豊かな
触れ合いの活動の場への影響はないと考えられ
る。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響に
ついては、限定的と考えられる。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響に
ついては、限定的と考えられる。
・堤防のかさ上げにより、景観が一部変化すると考
えられる。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響に
ついては、限定的と考えられる。
・堤防のかさ上げにより、景観が一部変化すると考
えられる。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響に
ついては、限定的と考えられる。
・堤防のかさ上げにより、景観が一部変化すると考
えられる。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

【河道改修】
・河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響に
ついては、限定的と考えられる。
・堤防のかさ上げにより、景観が一部変化すると考
えられる。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化
はないと考えられる。

・特になし ・特になし ・特になし ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。

●水環境に対してどのよう
な影響があるか

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、平常時、洪水時の水量
や水質に変化はないと考えられる。
・横瀬川の堤防のかさ上げによる水環境への影響
は想定されない。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、平常時、洪水時の水量
や水質に変化はないと考えられる。
・横瀬川の堤防のかさ上げによる水環境への影響
は想定されない。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、平常時、洪水時の水量
や水質に変化はないと考えられる。
・横瀬川の堤防のかさ上げによる水環境への影響
は想定されない。

【河道改修】
・中筋川の河道の掘削は、平常時、洪水時の水量
や水質に変化はないと考えられる。
・横瀬川の堤防のかさ上げによる水環境への影響
は想定されない。

・中筋川：遊水地（掘削無し（小））
　＋河道の掘削

・中筋川：中筋川ダムかさ上げ
　＋河道の掘削

・流域全体：雨水貯留施設＋雨水浸透
　施設＋水田等の保全

【河道改修】
・中筋川、横瀬川の河道の掘削は、平常時、洪水時
の水量や水質に変化はないと考えられる。

【横瀬川ダム】
・水温については、横瀬川ダムでは表層取水で運
用することを基本として予測計算を行ったところ、ダ
ム建設前と比べ、5月～6月の水位低下時には冷水
放流、7月～11月には温水放流となることが予測さ
れる。選択取水設備による対策を実施することで、
「水温の変化」による影響は、できる限り回避もしく
は低減されると考えられる。
また、水の濁り、富栄養化、溶存酸素量について
は、ダム建設前後の変化は小さいと考えられる。

⑦環境への
影響

（1）河道改修を中心とした対策案 （2）大規模治水施設による対策案

●その他

●生物の多様性の確保及
び流域の自然環境全体に
どのような影響があるか

●土砂流動がどう変化し、
下流河川・海岸にどのよう
に影響するか

●景観、人と自然との豊か
な触れ合いにどのような影
響があるか

　　  　    治水対策案と実施内容の概要

　　評価軸と評価の考え方
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4.3.7 新規利水対策案の評価軸ごとの評価 

概略評価により抽出した 4 つの新規利水対策案と現計画（横瀬川ダム案）について、検証要

領細目に示されている 6つの評価軸により検討を行った。 

なお、評価に当たって、新規利水対策案の名称は以下のように整理した。 

 

表 4-3-12(1) 評価対象新規利水対策案 

新規利水対策案の名称 評価軸ごとの評価時の新規利水対策案の名称 

現計画(ダム案)：横瀬川ダム 横瀬川ダム案 

対策案Ａ： 河道外貯留施設(貯水池)  河道外貯留施設案 

対策案Ｃ： 海水淡水化  海水淡水化案 

対策案Ｅ： ダム再開発(掘削)  ダム再開発（掘削）案 

対策案Ｇ： 地下水取水(既設) 
＋河道外貯留施設(貯水池) 

 地下水取水・河道外貯留施設案 

 

評価結果については、評価表 表 4-3-12(3)～表 4-3-12(4)のとおりである。 
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表 4-3-12(3) 新規利水対策案の評価軸ごとの評価 

０．ダム建設を含む案 Ⅰ．施設の新設による案（池を設置） Ⅱ．施設の新設による案（海水淡水化） Ⅲ．既存施設を有効活用する案
Ⅳ．単独で目標を達成できない案をコスト面で有利な案と組

み合わせる案

現行計画案 新規利水対策案Ａ 新規利水対策案Ｃ 新規利水対策案Ｅ 新規利水対策案Ｇ

横瀬川ダム案 河道外貯留施設案 海水淡水化案 ダム再開発（掘削）案 地下水取水・河道外貯留施設案

【横瀬川ダム】

・参画継続確認された新規利水の必要量800m
3
/日を開発可

能。

【河道外貯留施設（貯水池）】

・参画継続確認された新規利水の必要量800m
3
/日を開発可

能。

【海水淡水化】

・参画継続確認された新規利水の必要量800m
3
/日を開発可

能。

【ダム再開発（掘削）】

・参画継続確認された新規利水の必要量800m
3
/日を開発可

能。

【地下水取水（既設）＋河道外貯留施設（貯水池）】

・参画継続確認された新規利水の必要量800m
3
/日を開発可

能。

【10年後】
・横瀬川ダムは完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・河道外貯留施設は完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・海水淡水化施設は完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・中筋川ダムの掘削は完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・関係機関との調整が整えば、既設地下水取水(190m3/日)
施設は現在供給中であり、水供給が可能と考えられる。
・河道外貯留施設は完成し、水供給が可能と考えられる。

※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。

【横瀬川ダム】

・新規利水取水予定地点において、800m
3
/日を取水すること

が可能。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・既設有岡取水施設に隣接する河道外貯留施設において、

800m
3
/日を取水することが可能。

【海水淡水化】

・既設有岡取水施設へ、800m
3
/日を送水することが可能。

【ダム再開発（掘削）】

・中筋川と横瀬川の合流点付近において、800m
3
/日を取水

することが可能。

【地下水取水（既設）】
・既設地下水取水施設において既設有岡取水施設へ

190m
3
/日を送水することが可能。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・既設有岡取水施設に隣接する河道外貯留施設において、

610m
3
/日を取水することが可能。

【横瀬川ダム】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【海水淡水化】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【ダム再開発（掘削）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり水質は同等である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

　　　　　　　　　　　　約2億円
（新規利水分）
※横瀬川ダム残事業費　2億円（新規利水分）については、横瀬川ダム建設事業
等の点検についてに示す残事業費232.6億円に、特定多目的ダム法施行令（昭
和32年政令第188号）第二条（分離費用身替り妥当支出法）に基づく計算により
算出したアロケ率　1%を乗じて算出した。

　　　　　(費用は平成25年度以降の残事業費）

約32億円

　(費用は平成25年度以降の残事業費）

約121億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

約51億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

約25億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

　　　　　　　　　　約2百万円／年

※維持管理費に要する費用は、横瀬川ダムの整備に伴う増
加分を計上した。

　　　　　　　　　　約55百万円/年

※維持管理費に要する費用は、河道外貯留施設（貯水池）
案の実施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　　　約46百万円/年

※維持管理費に要する費用は、海水淡水化案の実施に伴う
増加分を計上した。

　　　　　　　　　　　約50百万円/年

※維持管理費に要する費用は、ダム再開発（掘削）案の実
施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　　約47百万円/年

※維持管理費に要する費用は、地下水取水（既設）及び河
道外貯留施設（貯水池）案の実施に伴う増加分を計上した。

【中止に伴う費用】
・発生しない。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

・横瀬川ダム建設に必要な用地取得は、既に土地所有者の
御理解、御協力を得て約88%、家屋移転は100%完了している
ものの、一部の未取得地山林約6haについて、土地所有者と
の合意形成が必要である。

・河道外貯留施設の建設に伴い、約3haの用地買収が必要
となるため、土地所有者等との合意形成が必要である。な
お、現時点では、本対策案について土地所有者等に説明を
行っていない。

・海水淡水化施設の建設に伴い、用地買収が必要となるた
め、土地所有者等との合意形成が必要である。なお、現時
点では、本対策案について土地所有者等に説明を行ってい
ない。

・新規浄水施設建設に伴い、用地買収が必要となるため、土
地所有者等との合意形成が必要である。なお、現時点では、
本対策案について土地所有者等に説明を行っていない。

・河道外貯留施設の建設に伴い、約2haの用地買収が必要
となるため、土地所有者等との合意形成が必要である。な
お、現時点では、本対策案について土地所有者等に説明を
行っていない。

・関係県知事（高知県）からは、現行の基本計画に異議がな
い旨の回答を得ている。
・利水参画者（四万十市）は、現行の基本計画に同意してい
る。

・計画変更に対する利水参画者の同意が必要である。また、
河道外貯留施設下流の関係する関係者の同意が必要であ
る。なお、現時点では、本対策案について、関係する河川使
用者に説明等を行っていない。

・計画変更に対する利水参画者の同意が必要である。なお、
現時点では、本対策案について、関係者に説明等を行って
いない。

・計画変更に対する利水参画者の同意が必要である。なお、
現時点では、本対策案について、関係する河川使用者に説
明等を行っていない。

・計画変更に対する利水参画者の同意が必要である。なお、
現時点では、本対策案について、関係する河川使用者に説
明等を行っていない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

【横瀬川ダム】
・横瀬川ダム建設に関する漁業等関係者との調整は完了し
ている。
・その他特に調整すべき関係者は現時点では想定していな
い。

【河道外貯留施設】
・河道外貯留施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【ダム再開発（掘削）】
・中筋川ダムの貯水池掘削に伴う漁業関係者との調整を実
施していく必要がある。

【地下水取水（既設）】
・その他特に調整すべき関係者は現時点では想定していな
い。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【横瀬川ダム】
・国土交通省による対応方針等の決定を受け、付替道路着
手後から約7年を要する。

【河道外貯留施設】
・施設の完了までに概ね7年を要する。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

【海水淡水化】
・施設の完了までに概ね9年を要する。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

【ダム再開発（掘削）】
・施設の完了までに概ね8年を要する。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

【地下水取水（既設）】
・既存地下水取水(190m3/日)施設は現在供給中であり、対
応可能である。

【河道外貯留施設】
・施設の完了までに概ね7年を要する。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

●土地所有者等の協力の見
通しはどうか

●関係する河川使用者の同
意の見通しはどうか

③実現性

●事業期間はどの程度必要
か

　　  　　　　  新規利水対策案と
                                 実施内容の概要

　評価軸と評価の考え方

●利水参画者に対し、開発
量として何m3/s必要かを確
認するとともに、その算出が
妥当に行われているかを確
認することとしており、その
量を確保できるか

①目標

●発電を目的として事業に
参画している者への影響の
程度はどうか

●どの範囲でどのような効
果が確保されていくのか（取
水位置別に、取水可能量が
どのように確保されるか）

②コスト

●段階的にどのように効果
が確保されていくのか

●その他の費用（ダム中止
に伴って発生する費用等）は
どのくらいか

●どのような水質の用水が
得られるか

●完成までに要する費用は
どのくらいか

●維持管理に要する費用は
どのくらいか

●その他の関係者との調整
の見通しはどうか
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 表 4-3-12(4) 新規利水対策案の評価軸ごとの評価 
０．ダム建設を含む案 Ⅰ．施設の新設による案（池を設置） Ⅱ．施設の新設による案（海水淡水化） Ⅲ．既存施設を有効活用する案

Ⅳ．単独で目標を達成できない案をコスト面で有利な案と組
み合わせる案

現行計画案 新規利水対策案Ａ 新規利水対策案Ｃ 新規利水対策案Ｅ 新規利水対策案Ｇ

横瀬川ダム案 河道外貯留施設案 海水淡水化案 ダム再開発（掘削）案 地下水取水・河道外貯留施設案

③実現性
・現行法制度のもとで横瀬川ダム案を実施することは可能で
ある。

・現行法制度のもとで河道外貯留施設（貯水池）案を実施す
ることは可能である。

・現行法制度のもとで海水淡水化案を実施することは可能で
ある。

・現行法制度のもとでダム再開発（掘削）案を実施することは
可能である。

・現行法制度のもとで地下水取水(既設）＋河道外貯留施設
（貯水池）案を実施することは可能である。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。

④持続性 【横瀬川ダム】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【海水淡水化】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【ダム再開発（掘削）】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【地下水取水（既設）】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

【横瀬川ダム】
・湛水の影響により、地すべりの可能性が予測される箇所に
ついては、地すべり対策が必要である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の新設にあたり、約4haの用地(農地）を貯
水池にすることは、農業収益減収など事業地・周辺の地域
経済を支える農業活動に影響を及ぼすことが考えられる。

【海水淡水化】
・事業地及びその周辺への影響は考えられない。

【ダム再開発（掘削）】
・事業地及びその周辺への影響は考えられない。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり影響は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の新設にあたり、約2haの用地を貯水池に
することは、農業収益減収など事業地・周辺の地域経済を支
える農業活動に影響を及ぼすことが考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム湖を新たな観光資源とした地域振興の可能性がある
一方で、フォローアップが必要である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につな
がる可能性がある。

【海水淡水化】
・地域振興に対する新たな効果は考えられない。

【ダム再開発（掘削）】
・地域振興に対する新たな効果は考えられない。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり新たな効果は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につな
がる可能性がある。

【横瀬川ダム】
・一般的にダムを新たに建設する場合、移転を強いられる水
源地と、受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡
平の調整が必要となる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【ダム再開発（掘削）】
・ダム再開発については、中筋川ダム事業用地内を想定して
いるため、地域間の利害の衡平の調整の必要はない。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による衡平に係る調整の必要はない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【横瀬川ダム】
・水温については、横瀬川ダムでは表層取水で運用すること
を基本として予測計算を行ったところ、ダム建設前と比べ、5
月～6月の水位低下時には冷水放流、7月～11月には温水
放流となることが予測される。選択取水設備による対策を実
施することで、「水温の変化」による影響は、できる限り回避
もしくは低減されると考えられる。
また、水の濁り、富栄養化、溶存酸素量については、ダム建
設前後の変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【ダム再開発（掘削）】
・中筋川ダムの貯水池内掘削に伴う貯水容量の増加によ
り、回転率は小さくなるが、その変化は小さいことから、ダム
下流の現況水質等の水環境への影響は小さいと考えられ
る。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり影響は想定されない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【横瀬川ダム】
・地下水位等への影響は想定されない。

【河道外貯留施設（貯水池）】・地下水位等への影響は想定
されない。

【海水淡水化】
・地下水位等への影響は想定されない。

【ダム再開発（掘削）】
・地下水位等への影響は想定されない。

【地下水取水（既設）】
・現況施設の活用であり地下水位等への影響は想定されな
い。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・地下水位等への影響は想定されない。

【横瀬川ダム】0.4km2
(湛水面積)

・動植物の重要な種について、生息地の消失や生息環境へ
の影響を受けると予測される種があるため、生息環境の整
備や移植等の環境保全措置を講じる必要がある。

【河道外貯留施設（貯水池）】0.04km
2
（湛水面積）

・河道外貯留施設の設置により水田等が消失するが、改変
面積も小さく動植物環境に影響は小さいと考えられる。

【海水淡水化】
・濃縮海水の排水先周辺海域の塩分濃度の上昇等により、
動植物の生息・生育に影響を与える可能性があるため、必
要に応じて生息環境の整備や移植等の環境保全措置を講
じる必要がある。

【ダム再開発（掘削）】
・現況貯水位以下の掘削であり動植物環境への影響は小さ
いと考えられる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による影響は想定されない。

【河道外貯留施設】0.03km
2
（湛水面積）

・河道外貯留施設の設置により水田等が消失するが、改変
面積も小さく動植物環境に影響は小さいと考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム下流の横瀬川において、河床高はあまり変化しないと
考えられるものの、ダム直下では河床材料の粗粒化が生じ
る可能性が考えられる。また、ダムによる河口への土砂流出
量の変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【海水淡水化】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【ダム再開発（掘削）】
・既設ダムを活用する対策案であり、現状と比較して、土砂
流動の変化は小さいと考えられる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による影響は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム堤体及び付替道路により景観が一部変化すると考えら
れ、必要に応じて、法面の植生の回復等の環境保全措置を
講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな湖面の創出による景観等の変化が考えられる。
・新たに設置する周囲堤については、景観への影響をできる
限り回避又は低減するため、法面の緑化等の環境保全措置
を講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設により景観が一部変化すると考えられる。
・新たに設置する施設については、景観への影響をできる限
り回避又は低減するため、周囲の景観と調和するよう配慮
する必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【ダム再開発（掘削）】
・貯水池掘削による景観への影響は想定されない。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による景観への影響は想定されない。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。
【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな湖面の創出による景観等の変化が考えられる。
・新たに設置する周囲堤については、景観への影響をできる
限り回避又は低減するため、法面の緑化等の環境保全措置
を講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【横瀬川ダム】
・変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・変化は小さいと考えられる。

【海水淡水化】
・ポンプ使用による電力使用量増加に伴いCO2排出量の増

加が想定される。

【ダム再開発（掘削）】
・変化は小さいと考えられる。

【地下水取水（既設）＋河道外貯留施設（貯水池）】
・変化は小さいと考えられる。

・特になし
・特になし。 ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。

●水環境に対してどのような
影響があるか

●その他

●CO2排出負荷はどう変わ

るか

●地域振興に対してどのよう
な効果があるか

●地域間の利害の衡平への
配慮がなされているか

⑥環境への
影響

●地下水位、地盤沈下や地
下水の塩水化にどのような
影響があるか

●生物の多様性の確保及び
流域の自然環境全体にどの
ような影響があるか

⑤地域社会
　への影響

●土砂流動がどう変化し、下
流河川・海岸にどのように影
響するか

●景観、人と自然との豊か
な触れ合いにどのような影
響があるか

●将来にわたって持続可能
といえるか

●事業地及びその周辺への
影響はどの程度か

●法制度上の観点から実現
性の見通しはどうか

●技術上の観点から実現性
の見通しはどうか

　　  　　　　  新規利水対策案と
                                 実施内容の概要

　評価軸と評価の考え方
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4.4.6 流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価 

概略評価により抽出した 4 つの流水の正常な機能の維持対策案と現計画（横瀬川

ダム案）について、検証要領細目に示されている 6 つの評価軸により評価を行った。 

なお、評価に当たって、流水の正常な機能の維持対策案の名称は以下のように整

理した。 

 

表 4-4-12(1) 評価対象流水の正常な機能の維持対策案 

流水の正常な機能の維持対策案の名称 
評価軸ごとの評価時の 

流水の正常な機能の維持対策案の名称 

現計画(ダム案)：横瀬川ダム  横瀬川ダム案 

対策案Ａ： 河道外貯留施設(貯水池)  河道外貯留施設案 

対策案Ｃ： 海水淡水化  海水淡水化案 

対策案Ｄ： ダム再開発(かさ上げ)  ダム再開発（かさ上げ）案 

対策案Ｆ： 地下水取水(既設) 
＋河道外貯留施設(貯水池) 

 地下水取水・河道外貯留施設案 

 

評価結果については、評価表 表 4-4-12(3)～表 4-4-12(4)のとおりである。 
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表 4-4-12(3) 流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価 

０．現行計画 Ⅰ．施設の新設による案（池を設置） Ⅱ．施設の新設による案（海水淡水化） Ⅲ．既存施設を有効活用する案
Ⅳ．単独では目標を達成できない案をコスト面で有利な対策

案と組み合わせる案

現行計画案 流水の正常な機能の維持対策案Ａ 流水の正常な機能の維持対策案Ｃ 流水の正常な機能の維持対策案Ｄ 流水の正常な機能の維持対策案Ｆ

横瀬川ダム案 河道外貯留施設案 海水淡水化案 ダム再開発（かさ上げ）案 地下水取水・河道外貯留施設案

①目標 【横瀬川ダム】
・横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水
量を確保する。
・磯ノ川地点において、かんがい期　概ね1.15m3/s、非かん
がい期　概ね0.70m3/sを確保できる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水
量を確保する。
・磯ノ川地点において、かんがい期　概ね1.15m3/s、非かん
がい期　概ね0.70m3/sを確保できる。

【海水淡水化】
・横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水
量を確保する。
・磯ノ川地点において、かんがい期　概ね1.15m3/s、非かん
がい期　概ね0.70m3/sを確保できる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水
量を確保する。
・磯ノ川地点において、かんがい期　概ね1.15m3/s、非かん
がい期　概ね0.70m3/sを確保できる。

【地下水取水（既設）+河道外貯留施設（貯水池）】
・横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水
量を確保する。
・磯ノ川地点において、かんがい期　概ね1.15m3/s、非かん
がい期　概ね0.70m3/sを確保できる。

【10年後】
・横瀬川ダムは完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・河道外貯留施設（貯水池）は事業実施中であり、効果は見
込めないと考えられる。

【10年後】
・海水淡水化施設は完成し、水供給が可能と考えられる。

【10年後】
・中筋川ダムのかさ上げは事業実施中であり、効果は見込
めないと考えられる。

【10年後】
・関係機関との調整が整えば、既設地下水取水(310m3/日)
施設は現在供給中であり、水供給が可能と考えられる。

・河道外貯留施設（貯水池）は事業実施中であり、効果は見
込めないと考えられる。

※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。 ※予算の状況等により変動する場合がある。

【横瀬川ダム】
・横瀬川ダム下流域（支川横瀬川、本川（横瀬川合流点下
流））において、効果を確保する。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・横瀬川及び中筋川において、横瀬川ダム案と同等の効果
が確保できる。

【海水淡水化】
・横瀬川及び中筋川において、横瀬川ダム案と同等の効果
が確保できる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・横瀬川及び中筋川において、横瀬川ダム案と同等の効果
が確保できる。

【地下水取水（既設）+河道外貯留施設（貯水池）】
・横瀬川及び中筋川において、横瀬川ダム案と同等の効果
が確保できる。

【横瀬川ダム】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【海水淡水化】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

【地下水取水（既設）+河道外貯留施設（貯水池）】
・現状の河川水質と同等と考えられる。

②コスト 　　　　　　　　　　　約110億円
（流水の正常な機能の維持分）
※横瀬川ダム残事業費　約110億円（流水の正常な機能の維持分）については、
横瀬川ダム建設事業等の点検についてに示す残事業費232.6億円に、特定多目
的ダム法施行令（昭和32年政令第188号）第二条（分離費用身替り妥当支出法）
に基づく計算により算出したアロケ率　約46.5%を乗じて算出した。

　　　　(費用は平成25年度以降の残事業費）

約280億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

約660億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

約410億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

約280億円

(費用は平成25年度以降の残事業費）

　　　　　　　　　約106百万円／年

※維持管理費に要する費用は、横瀬川ダムの整備に伴う増
加分を計上した。

　　　　　　　　　　約83百万円／年

※維持管理費に要する費用は、河道外貯留施設（貯水池）
案の実施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　　約3,234百万円／年

※維持管理費に要する費用は、海水淡水化案の実施に伴う
増加分を計上した。

　　　　　　　　　約143百万円／年

※維持管理費に要する費用は、ダム再開発（かさ上げ）案の
実施に伴う増加分を計上した。

　　　　　　　　約83百万円／年

※維持管理費に要する費用は、地下水取水(既設）＋河道
外貯留施設（貯水池）案の実施に伴う増加分を計上した。

【中止に伴う費用】
・発生しない。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

【中止に伴う費用】約3.3億円
・転流工の閉塞等1.8億円程度が必要と見込んでいる。（費
用は共同費ベース）
・国が事業を中止した場合には、特定多目的ダム法に基づ
き利水者負担金の還付が発生する。なお、これまでの利水
者負担金の合計は1.5億円である。

③実現性 【横瀬川ダム】
・横瀬川ダム建設に必要な用地取得は、既に土地所有者の
御理解、御協力を得て約88%、家屋移転は100%完了している
ものの、一部の未取得地はまだ残っており、今後、土地所有
者と調整していく必要がある。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、約40haの用地買収が必要
となるため、土地所有者等との合意形成が必要である。な
お、現時点では、本対策案について土地所有者等に説明を
行っていない。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設の建設に伴い、用地買収が必要となるた
め、土地所有者等との合意形成が必要である。なお、現時
点では、本対策案について土地所有者等に説明を行ってい
ない。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・中筋川ダムのかさ上げに伴い、約10haの用地買収が必要
となるため、土地所有者等との合意形成が必要である。な
お、現時点では、本対策案について土地所有者等に説明を
行っていない。

【地下水取水（既設）】
・現況施設の活用であり用地取得は伴わない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、約40haの用地買収が必要
となるため、土地所有者等との合意形成が必要である。な
お、現時点では、本対策案について土地所有者等に説明を
行っていない。

【横瀬川ダム】
・関係県知事（高知県）からは、現行の基本計画に異議がな
い旨の回答を得ている。
・利水参画者（四万十市）は、現行の基本計画に同意してい
る。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設下流の関係する河川使用者の同意が必
要である。なお、現時点では、本対策案について、関係する
河川使用者に説明を行っていない。

【海水淡水化】
・中筋川、横瀬川の関係する河川使用者の同意が必要であ
る。なお、現時点では、本対策案について、関係する河川使
用者に説明を行っていない。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・中筋川ダム下流の関係する河川使用者の同意が必要であ
る。なお、現時点では、本対策案について、関係する河川使
用者に説明を行っていない。

【地下水取水（既設）】
・水利使用者との調整が必要である。なお、現時点では、本
対策案について説明等を行っていない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設下流の関係する河川使用者の同意が必
要である。なお、現時点では、本対策案について、関係する
河川使用者に説明を行っていない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参
画している者はいない。

【横瀬川ダム】
・横瀬川ダム建設に関する漁業等関係者との調整は完了し
ている。
・その他特に調整すべき関係者は現時点では考えられな
い。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・中筋川ダムのかさ上げに伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【地下水取水（既設）】
・特に調整すべき関係者は現時点では考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設建設に伴う漁業関係者との調整を実施し
ていく必要がある。

【横瀬川ダム】
・国土交通省による対応方針等の決定を受け、付替道路着
手後から約7年を要する。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・施設の完了までに概ね13年を要する。

【海水淡水化】
・施設の完了までに概ね9年を要する。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・施設の完了までに概ね13年を要する。

【地下水取水（既設）】
・既存地下水取水(310m3/日)施設は現在供給中であり、対
応可能である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・施設の完了までに概ね13年を要する。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

・これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得るまでの期間
が必要である。

●土地所有者等の協力の見
通しはどうか

　　　　　　流水の正常な機能の維持対策
                         案と実施内容の概要

　評価軸と評価の考え方

●その他の費用（ダム中止
に伴って発生する費用等）は
どのくらいか

●どの範囲でどのような効
果が確保されていくのか（取
水位置別に、取水可能量が
どのように確保されるか）

●どのような水質の用水が
得られるか

●完成までに要する費用は
どのくらいか

● 流水の正常な機能の維
持の必要な流量が確保でき
ているか

●段階的にどのように効果
が確保されていくのか

●維持管理に要する費用は
どのくらいか

●関係する河川使用者の同
意の見通しはどうか

●発電を目的として事業に
参画している者への影響の
程度はどうか

●その他の関係者との調整
の見通しはどうか

●事業期間はどの程度必要
か
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 表 4-4-12(4) 流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価 

０．現行計画 Ⅰ．施設の新設による案（池を設置） Ⅱ．施設の新設による案（海水淡水化） Ⅲ．既存施設を有効活用する案
Ⅳ．単独では目標を達成できない案をコスト面で有利な対策

案と組み合わせる案

現行計画案 流水の正常な機能の維持対策案Ａ 流水の正常な機能の維持対策案Ｃ 流水の正常な機能の維持対策案Ｄ 流水の正常な機能の維持対策案Ｆ
横瀬川ダム案 河道外貯留施設案 海水淡水化案 ダム再開発（かさ上げ）案 地下水取水・河道外貯留施設案

③実現性 ・現行法制度のもとで横瀬川ダム案を実施することは可能で
ある。

・現行法制度のもとで河道外貯留施設（貯水池）案を実施す
ることは可能である。

・現行法制度のもとで海水淡水化案を実施することは可能で
ある。

・現行法制度のもとでダム再開発（かさ上げ）案を実施するこ
とは可能である。

・現行法制度のもとで地下水取水（既設）＋河道外貯留施設
（貯水池）案を実施することは可能である。

・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。 ・技術上の観点から実現性の隘路となる要素はない。

④持続性 ・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

・継続的な監視や観測が必要となるが、管理実績もあり、適
切な維持管理により持続可能である。

⑤地域社会
　への影響

【横瀬川ダム】
・湛水の影響等により、地すべりの可能性が予測される箇所
については、地すべり対策が必要になる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設にあたり、約40haの用地(農地)を貯
水池にすることは、農業収益減収など事業地・周辺の地域
経済を支える農業活動への影響が考えられる。

【海水淡水化】
・事業地及びその周辺への影響は考えられない。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・湛水の影響等による地すべりの可能性の調査が必要であ
る。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり影響は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設にあたり、約40haの用地(農地）を
貯水池にすることは、農業収益減収など事業地・周辺の地
域経済を支える農業活動への影響が考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム湖を新たな観光資源とした地域振興の可能性がある
一方で、フォローアップが必要である。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につな
がる可能性がある。

【海水淡水化】
・地域振興に対する新たな効果は考えられない。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・地域振興に対する新たな効果は考えられない。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり新たな効果は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につな
がる可能性がある。

【横瀬川ダム】
・一般的にダムを新たに建設する場合、移転を強いられる水
源地と、受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡
平の調整が必要となる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・既設ダムのかさ上げを行うため、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による衡平に係る調整の必要はない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設の建設に伴い、用地買収を強いられる水
源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平
の調整が必要となる。

⑥環境への
影響

【横瀬川ダム】
・水温については、横瀬川ダムでは表層取水で運用すること
を基本として予測計算を行ったところ、ダム建設前と比べ、5
月～6月の水位低下時には冷水放流、7月～11月には温水
放流となることが予測される。選択取水設備による対策を実
施することで、「水温の変化」による影響は、できる限り回避
もしくは低減されると考えられる。
また、水の濁り、富栄養化、溶存酸素量については、ダム建
設前後の変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・中筋川ダムのかさ上げに伴う貯水容量の増加により、回転
率は小さくなるが、その変化は小さいことから、ダム下流の
現況水質等の水環境への影響は小さいと考えられる。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり影響は想定されない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外貯留施設設置による水環境への影響は小さいと考
えられる。

【横瀬川ダム】
・地下水位等への影響は想定されない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・地下水位等への影響は想定されない。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設設置による地下水位等への影響は想定さ
れない。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・地下水位等への影響は想定されない。

【地下水取水（既設）】
・既存施設の活用であり、地下水位等への影響は想定され
ない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・地下水位等への影響は想定されない。

【【横瀬川ダム】0.47km
2
(湛水面積)

・動植物の重要な種について、生息地の消失や生息環境へ
の影響を受けると考えられるため、生息環境の整備や移植
等の環境保全措置を講じる必要がある。

【河道外貯留施設（貯水池）】0.5㎢(湛水面積）
・遊水地周囲堤の設置及び洪水時の湛水により、一部の水
田等の消失に伴い、設置箇所の動植物の生息・生育環境に
影響を与える可能性があるが、周辺にも同様な環境が存在
することから影響は限定的であると考えられる。ただし、貴重
種は必要に応じて、移植などの保全措置を講ずる。

【海水淡水化】
・濃縮海水の排水先周辺海域の塩分濃度の上昇等により、
動植物の生息・生育に影響を与える可能性があるため、必
要に応じて生息環境の整備や移植等の環境保全措置を講
じる必要がある。

【ダム再開発（かさ上げ）】0.1km
2
（湛水面積：かさ上げによる

増分）
・ダムのかさ上げによる湛水により、生息地や生育の場が消
失するが、生育・生息環境への影響は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】0.5km
2
（湛水面積）

・遊水地周囲堤の設置及び洪水時の湛水により、一部の水
田等の消失に伴い、設置箇所の動植物の生息・生育環境に
影響を与える可能性があるが、周辺にも同様な環境が存在
することから影響は限定的であると考えられる。ただし、貴重
種は必要に応じて、移植などの保全措置を講ずる。

【横瀬川ダム】
・ダム下流の横瀬川において、河床高はあまり変化しないと
考えられるものの、ダム直下では河床材料の粗粒化が生じ
る可能性が考えられる。また、ダムによる河口への土砂流出
量の変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【海水淡水化】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・既設ダムを活用する対策案であり、現状と比較して、土砂
流動の変化は小さいと考えられる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による影響は考えられない。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・河道外に施設を設置し土砂供給に変化をおよぼさないこと
から、影響は小さいと考えられる。

【横瀬川ダム】
・ダム堤体及び付替道路により景観が一部変化すると考えら
れ、必要に応じて、法面の植生の回復等の環境保全措置を
講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな湖面の創出による景観等の変化が考えられる。
・新たに設置する周囲堤については、景観への影響をできる
限り回避又は低減するため、法面の緑化等の環境保全措置
を講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【海水淡水化】
・海水淡水化施設設置により景観が一部変化すると考えら
れる。
・新たに設置する施設については、景観への影響をできる限
り回避又は低減するため、周囲の景観と調和するよう配慮
する必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・湖水面の上昇により、ダム湖周辺の公園の一部が水没す
る。
・ダム堤体及び付替道路により景観が一部変化すると考えら
れるため、法面の植生の回復等の環境保全措置を講ずる必
要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【地下水取水（既設）】
・地下水取水による景観への影響は想定されない。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。
【河道外貯留施設（貯水池）】
・新たな湖面の創出による景観等の変化が考えられる。
・新たに設置する周囲堤については、景観への影響をできる
限り回避又は低減するため、法面の緑化等の環境保全措置
を講ずる必要がある。
・人と自然との豊かな触れ合いの活動の場に変化はないと
考えられる。

【横瀬川ダム】
・変化は小さいと考えられる。

【河道外貯留施設（貯水池）】
・ポンプ使用による電力使用量増加に伴いCO2排出量の増

加が想定される。

【海水淡水化】
・ポンプ使用による電力使用量増加に伴いCO2排出量の増

加が想定される。

【ダム再開発（かさ上げ）】
・ポンプ使用による電力使用量増加に伴いCO2排出量の増

加が想定される。

【地下水取水（既設）＋河道外貯留施設（貯水池）】
・ポンプ使用による電力使用量増加に伴いCO2排出量の増

加が想定される。

・特になし ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。 ・特になし。●その他

●生物の多様性の確保及び
流域の自然環境全体にどの
ような影響があるか

●水環境に対してどのような
影響があるか

●CO2排出負荷はどう変わ
るか

●土砂流動がどう変化し、下
流河川・海岸にどのように影
響するか

●地域振興に対してどのよう
な効果があるか

●地下水位、地盤沈下や地
下水の塩水化にどのような
影響があるか

●景観、人と自然との豊か
な触れ合いにどのような影
響があるか

●地域間の利害の衡平への
配慮がなされているか

　　　　　　流水の正常な機能の維持対策
                         案と実施内容の概要

　評価軸と評価の考え方

●将来にわたって持続可能
といえるか

●事業地及びその周辺への
影響はどの程度か

●法制度上の観点から実現
性の見通しはどうか

●技術上の観点から実現性
の見通しはどうか
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4.5 目的別の総合評価 

4.5.1 目的別の総合評価(洪水調節) 

「横瀬川ダム案」、「河道掘削案」、「河道対策案」、「遊水地・河道対策案」、「既設

ダム活用・河道対策案」、「流域対策・河道対策案」の 6 案について、7 つの評価軸

（安全度、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会への影響、環境への影響）

ごとに評価を行った結果の概要は、以下のとおりである。 

 

○安全度 

・河川整備計画で目標とする戦後 大の洪水である昭和 47 年 7 月洪水と同規模の洪

水を計画高水位以下で流すことができるのは「横瀬川ダム案」、「河道掘削案」、「河

道対策案」、「遊水地・河道対策案」、「既設ダム活用・河道対策案」、「流域対策・

河道対策案」である。「河道対策案」、「遊水地・河道対策案」、「既設ダム活用・河

道対策案」、「流域対策・河道対策案」については横瀬川で堤防をかさ上げした区

間において、「横瀬川ダム案」及び「河道掘削案」よりも水位は高くなり、仮に決

壊した場合、被害が「横瀬川ダム案」及び「河道掘削案」より大きくなる恐れが

ある。 

・目標を上回る洪水等が発生した場合の状態について、河川整備基本方針レベルの

洪水が発生した場合、全ての案において河道の水位は計画高水位を越える区間が

ある。「河道対策案」、「遊水地・河道対策案」、「既設ダム活用・河道対策案」、「流

域対策・河道対策案」については、堤防のかさ上げをした区間において、横瀬川

ダム案及び河道の掘削案よりも水位は高くなり、仮に決壊した場合、被害が「横

瀬川ダム案」及び「河道掘削案」より大きくなる恐れがある。「横瀬川ダム案」以

外の案については、「横瀬川ダム案」と比較すると、河道の水位が計画高水位を越

える区間は長く、またその越える程度が大きくなる区間が長い。 

・河川整備基本方針レベルを上回る大きな洪水が発生した場合、全ての案において

河道の水位は計画高水位を超え、堤防決壊の可能性がある。 

・局地的な大雨について、全ての案において、河道の水位が計画高水位を上回るま

では、河川整備計画レベルの目標に対する安全度と同等の安全度を確保できる。

また、ダムまたは遊水地より上流で発生した場合、その容量を上回るまでは洪水

調節が可能である。 

・10 年後に も効果を発現していると想定される案は「横瀬川ダム案」である。そ

の他の案については河道の掘削、堤防のかさ上げを実施した区間から順次効果を

発現していると想定される。「既設ダム活用・河道対策案」、「流域対策・河道対策

案」は、事業実施中であると想定される。 

 

○コスト 

・完成までに要する費用が も小さい案は「横瀬川ダム案」である。また、維持管

理に要する費用が も小さな案は「河道掘削案」、であるが、河道の掘削を実施し

た区間において再び堆積する場合には、河道を維持するために掘削に係る費用が

必要となる可能性がある。 
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・「横瀬川ダム案」以外の案は、中止に伴う費用が必要になる。 

 

○実現性 

・「横瀬川ダム案」について用地取得は約 88％、家屋移転は 100％完了しているもの

の、一部の未取得地について、今後、土地所有者と調整していく必要がある。な

お、現時点では、「横瀬川ダム案」以外の案については、土地所有者等に説明を行

っていない。 

・その他の関係者との調整の見通しについては、「横瀬川ダム案」以外の案において

河道掘削に伴う関係河川使用者や漁業関係者、河道の掘削、堤防のかさ上げに伴

い改築が必要となる堰・橋梁等の施設管理者との調整を実施していく必要がある。 

・法制度上の観点から実現性の見通しについて、全ての案において、現行法制度の

もとで実施することは可能である。 

・技術上の観点から実現性の見通しについて、全ての案おいて、隘路となる要素は

ない。 

 

○持続性 

・全ての案において、継続的な監視等が必要となるが、管理実績もあり、適切な維

持管理により持続可能である。「横瀬川ダム案」以外の案に共通して実施される河

道の掘削に伴い、堆積状況等の監視が必要となるが、管理実績もあり、適切な維

持管理により持続可能である。 

 

○柔軟性 

・「横瀬川ダム案」は、かさ上げにより容量を増加させることは、技術的には可能で

あるが、道路等の施設管理者や土地所有者の協力等が必要となると想定されるた

め、柔軟に対応することは容易ではない。 

・「横瀬川ダム案」以外の案に共通して実施される河道の掘削は、掘削量の調整によ

り比較的柔軟に対応することができるが、掘削量には限界がある。 

・「横瀬川ダム案」、「河道掘削案」以外の案に共通して実施される堤防のかさ上げは、

技術的には可能であるが、用地取得、橋梁改築等が必要となり、施設管理者の協

力や土地所有者等との合意形成等が必要になると考えられるため、柔軟に対応す

ることは容易ではない。 

・「遊水地・河道対策案」で整備する遊水地については、遊水地内の掘削等により、

遊水地の洪水調節効果を向上させることは技術的には可能であるが、地役権を設

定した土地を買収することが必要となり、土地所有者等との合意形成等が必要に

なると考えられるため、柔軟に対応することは容易ではない。 

・「既設ダム活用・河道対策案」で実施する中筋川ダムのかさ上げについては、さら

にかさ上げにより容量を増加させることは、技術的には可能であるが、道路等の

施設管理者の協力や土地所有者等の合意形成等が必要になると考えられるため、

柔軟に対応することは容易ではない。 

・「流域対策・河道対策案」で整備する雨水貯留施設については、雨水貯留施設を地
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下貯留施設へ改築する等、コストを考慮しなければ、比較的柔軟に対応すること

ができるが、土地所有者等との調整が必要になることが考えられ、柔軟に対応す

ることは容易ではない。 

 

○地域社会への影響 

・事業地及びその周辺への影響について、「横瀬川ダム案」は、湛水の影響により、

地すべりの可能性が予測される箇所については、地すべり対策が必要になる。「河

道掘削案」、「河道対策案」については、大きな影響は特に予想されない。「遊水地・

河道対策案」で整備する遊水地については、遊水地の新設にあたり、約 40ha の用

地を調整池とすることは、浸水が伴うため、営農意欲の減退など、事業地及びそ

の周辺の地域経済を支える農業活動への影響が考えられる。「既設ダム活用・河道

対策案」については、中筋川ダムかさ上げに伴い、湛水の影響等による地すべり

の可能性の調査が必要である。「流域対策・河道対策案」については、雨水貯留施

設の整備に伴い、降雨時に貯留を行うことになる、学校や公園等の利用への影響

が考えられる。 

・地域振興に対する効果について、全ての案において、河川改修による治水安全度

の向上による土地利用の変化が、地域振興ポテンシャルを顕在化させる契機には

なり得る。また、「横瀬川ダム案」ではダム湖を新たな観光資源とした地域振興の

可能性がある一方で、フォローアップが必要である。 

・地域間の利害の衡平については、「横瀬川ダム案」は、一般的にダムを新たに建設

する場合、移転を強いられる水源地と、受益地である下流域との間で、地域間の

利害の衡平の調整が必要になる。「横瀬川ダム案」以外の案の河道改修については、

整備箇所と効果が発現する範囲が概ね一致するため、下流から順次河川整備を進

める限り、地域間の利害の不衡平は生じない。なお、各対策案の組み合わせのう

ち、「遊水地（掘削無し(小）)」、「既設ダムの有効活用（中筋川ダムかさ上げ）」、

「雨水貯留施設」「雨水浸透施設」「水田等の保全（機能の向上）」については、受

益地である下流区域との間で、地域間の利害の衡平の調整が必要になると考えら

れる。 

 

○環境への影響 

・河川の水環境に対する影響について、「横瀬川ダム案」は表層取水で運用した場合、

冷水放流あるいは温水放流となる時期があると予測されるため環境保全措置とし

て、選択取水設備による対策を実施することで、水温の変化による影響は、でき

る限り回避もしくは低減されると考えられる。また、水の濁り、富栄養化、溶存

酸素量については、ダム建設前後の変化は小さいと考えられる。「河道掘削案」、

「河道対策案」、「遊水地・河道対策案」、「既設ダム活用・河道対策案」、「流域対

策・河道対策案」については、水環境への影響は小さいと考えられる。 

・生物の多様性の確保等への影響について、「横瀬川ダム案」は動植物の重要な種に

ついて、生息地の消失や生息環境への影響を受けると予測される種があるため、

生息環境の整備や移植等の環境保全措置を講じる必要がある。また、「横瀬川ダム
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案」以外の案に共通して実施される河道の掘削については、河道の掘削により、

動植物の生息、生育環境に影響を与える可能性があり、必要に応じて掘削方法の

工夫や移植及び生育環境の保全などの環境保全措置を講じる必要がある。また、

「横瀬川ダム案」、「河道掘削案」以外の案に共通して実施される堤防のかさ上げ

については、堤防のかさ上げにより、水田等が消失するが、改変面積も小さく動

植物環境に与える影響は小さいと考えられる。各対策案の組み合わせのうち、「遊

水地（掘削無し(小）)」は、設置箇所の動植物の生息・生育環境に影響を与える

恐れがあるが、影響は限定的であると考えられる。「既設ダムの有効活用（中筋川

ダムかさ上げ）」については、動植物の重要な種について、ダムかさ上げに伴い生

育地の消失や生育環境への影響を受けると予測される種があるため、生育環境の

整備や移植等の環境保全措置を講じる必要があると考えられる。「雨水貯留施設」

「雨水浸透施設」「水田等の保全（機能の向上）」については、自然環境への影響

は想定されない。 

・土砂流動の影響については、「横瀬川ダム案」は、ダム下流の横瀬川において、河

床高はあまり変化しないと考えられるものの、ダム直下では河床材料の粗粒化が

生じる可能性が考えられる。また、ダムによる河口への土砂流出量の変化は小さ

いと考えられる。「横瀬川ダム案」以外の案に共通して実施される河道の掘削につ

いては、河道の掘削を実施した区間においては、再び堆積する場合は掘削が必要

となる可能性がある。「既設ダム活用・河道対策案」については、土砂流動への影

響は小さいものと考えられる。 

・景観への影響について、「横瀬川ダム案」は、ダム堤体及び付替道路により景観が

一部変化すると考えられ、必要に応じて法面の植生の回復等の環境保全措置を講

ずる必要がある。「横瀬川ダム案」以外の案に共通して実施される河道の掘削につ

いては、河道の掘削及び樹木伐採による景観への影響については限定的と考えら

れる。また、「横瀬川ダム案」、「河道掘削案」以外の案に共通して実施される堤防

のかさ上げについては、堤防のかさ上げにより景観が一部変化すると考えられる。

各対策案の組み合わせのうち、「遊水地（掘削無し(小）)」、「既設ダムの有効活用

（中筋川ダムかさ上げ）」については景観が一部変化すると考えられ必要に応じて

法面の植生の回復等の環境保全措置を講ずる必要がある。「雨水貯留施設」「雨水

浸透施設」「水田等の保全（機能の向上）」については影響はないと考えられる。

なお、人と自然との豊かな触れ合いへの影響については、全ての案について活動

の場に変化はないと考えられる。 

 

 

このような結果を踏まえ、検証要領細目に示されている「⑤総合的な評価の考え

方ｉ）目的別の総合評価」に基づき、目的別の総合評価（案）（洪水調節）を行った

結果は以下のとおりである。 
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【参考：検証要領細目より抜粋】 

⑤総合的な評価の考え方 

ｉ）目的別の総合評価 

洪水調節を例に、目的別の総合評価の考え方を以下に示す。 

①に示すように検証対象ダム事業等の点検を行い、これを踏まえて①に掲げ

る治水対策案の立案や③に掲げる各評価軸についての評価を行った上で、目

的別の総合評価を行う。 

③に掲げる評価軸についてそれぞれ的確な評価を行った上で、財政的、時間

的な観点を加味して以下のような考え方で目的別の総合評価を行う。 

1)一定の「安全度」を確保（河川整備計画における目標と同程度）すること

を基本として、「コスト」を も重視する。 

なお、「コスト」は完成までに要する費用のみでなく、維持管理に要する費

用等も評価する。 

2)また、一定期間内に効果を発現するか、など時間的な観点からみた実現性

を確認する。 

3) 終的には、環境や地域への影響を含めて③に示す全ての評価軸により、

総合的に評価する。 

特に、複数の治水対策案の間で「コスト」の差がわずかである場合等は、

他の評価軸と併せて十分に検討することとする。 

なお、以上の考え方によらずに、特に重視する評価軸により評価を行う場

合等は、その理由を明示する。 

新規利水、流水の正常な機能の維持についても、洪水調節における総合評

価の考え方と同様に目的別の総合評価を行う。 

なお、目的別の検討に当たっては、必要に応じ、相互に情報の共有を図り

つつ検討する。 

 

１）一定の「安全度」(河川整備計画で目標とする戦後 大の洪水である昭和 47

年 7 月洪水と同規模の洪水を、計画高水位以下の水位で流下させる）を確

保することを基本とすれば、「コスト」について も有利な案は「横瀬川ダ

ム案」である。 

 

２）「時間的な観点からみた実現性」として 10 年後に も効果を発現している

と想定される案は、「横瀬川ダム案」である。 

 

３）「持続性」、「柔軟性」、「地域社会への影響」、「環境への影響」への評価軸に

ついては、1)、2)の評価を覆すほどの要素はないと考えられるため、洪水

調節において も有利な案は「横瀬川ダム案」である。 
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4.5.2 目的別の総合評価(新規利水) 

「横瀬川ダム案」、「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（掘削）

案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」の 5 案について、6 つの評価軸（目標、コ

スト、実現性、持続性、地域社会への影響、環境への影響）ごとに評価を行った結

果の概要は、以下のとおりである。 

 

○目標 

・全ての案において、利水参画者に対して確認した必要な開発量を確保することが

できる。 

・10 年後には、全ての案において、目標とする水供給が可能となると考えられる。 

・「横瀬川ダム案」は、取水予定地点において、必要な水量を取水することが可能と

なる。「河道外貯留施設案」は、既設有岡取水施設に隣接する河道外貯留施設にお

いて、必要な水量を取水することが可能となる。「海水淡水化案」は、既設有岡取

水施設へ、必要な水量を送水することが可能となる。「ダム再開発（掘削）案」は、

中筋川と横瀬川の合流点付近において、必要な水量を取水することが可能となる。

「地下水取水・河道外貯留施設案」は、既設地下水取水施設において既設有岡取

水施設へ必要な水量を送水することが可能となり、既設有岡取水施設に隣接する

河道外貯留施設においては必要な水量を取水することが可能となる。 

・「横瀬川ダム案」、「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（掘削）案」

は、現状の河川水質と同等と考えられる。「地下水取水・河道外貯留施設案」は、

既設地下水取水は既存施設の活用であり水質は同等であり、河道外貯留施設（貯

水池）については、現状の河川水質と同等と考えられる。 

 

○コスト 

・完成までに要する費用が も小さい案は「横瀬川ダム案」である。 

・維持管理に要する費用が も小さい案は「横瀬川ダム案」である。 

・「横瀬川ダム案」以外の案は、中止に伴う費用が必要になる。 

 

○実現性 

・「横瀬川ダム案」について用地取得は約 88％、家屋移転は 100％完了しているもの

の、一部の未取得地について、今後、土地所有者と調整していく必要がある。現

時点では、「横瀬川ダム案」以外の案については、土地所有者等に説明を行ってい

ない。 

・関係する河川使用者の同意の見通しについて、「横瀬川ダム案」は、関係県知事（高

知県）から、現行の基本計画に異議がない旨の回答を得ている。また、利水参画

者（四万十市）についても、現行の基本計画に同意を得ている。「横瀬川ダム案」

以外の案は、現時点では関係する河川使用者に説明等を行っていない。 

 

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参画している者はいない。 

・その他の関係者等との調整の見通しについて、「横瀬川ダム案」は、横瀬川ダム建
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設に関する漁業等関係者との調整は完了している。「横瀬川ダム案」以外の案は、

漁業関係者との調整を実施していく必要がある。 

・事業期間については、「横瀬川ダム案」は、国土交通省による対応方針等の決定を

受け、付替道路着手後から約 7 年を要する。「横瀬川ダム案」以外の案については、

施設の完了までに概ね 7～9 年程度、これに加え、関係機関、周辺住民の了解を得

るまでの期間が必要である。 

・法制度上の観点から実現性の見通しについて、全ての案において、現行法制度の

もとで実施することは可能である。 

・技術上の観点から実現性の見通しについて、全ての案において、隘路となる要素

はない。 

 

○持続性 

・将来にわたる持続性について、全ての案において、継続的な監視や観測が必要と

なるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持続可能である。 

 

○地域社会への影響 

・事業地及びその周辺への影響について、「横瀬川ダム案」は、湛水の影響により、

地すべりの可能性が予測される箇所については、地すべり対策が必要になる。「河

道外貯留施設案」は、河道外貯留施設の新設にあたり、約 4ha の用地(農地）を貯

水池にすることは、農業収益減収など事業地・周辺の地域経済を支える農業活動

に影響を及ぼすことが考えられる。「海水淡水化案」、「ダム再開発（掘削）案」は、

事業地及びその周辺への影響は考えられない。「地下水取水・河道外貯留施設案」

は、既設地下水取水は既存施設の活用であり影響は考えられないが、河道外貯留

施設（貯水池）については、河道外貯留施設の新設にあたり、約 2ha の用地を貯

水池にすることは、農業収益減収など事業地・周辺の地域経済を支える農業活動

に影響を及ぼすことが考えられる。 

・地域振興に対する効果について、「横瀬川ダム案」では、ダム湖を新たな観光資源

とした地域振興の可能性がある一方で、フォローアップが必要である。「河道外貯

留施設案」は、新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につながる

可能性がある。「海水淡水化案」、「ダム再開発（掘削）案」は、地域振興に対する

新たな効果は考えられない。「地下水取水・河道外貯留施設案」は、既設地下水取

水は既存施設の活用であり新たな効果は考えられないが、河道外貯留施設（貯水

池）については、新たな水面がレクリエーションの場となり、地域振興につなが

る可能性がある。 

・地域間の利害の衡平については、「横瀬川ダム案」は、一般的にダムを新たに建設

する場合、移転を強いられる水源地と、受益地である下流域との間で、地域間の

利害の衡平の調整が必要になる。「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」は、施設

の建設に伴い、用地買収を強いられる水源地と受益地である下流域との間で、地

域間の利害の衡平の調整が必要となる。「ダム再開発（掘削）案」は、中筋川ダム

事業用地内を想定しているため、地域間の利害の衡平の調整の必要はない。「地下
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水取水・河道外貯留施設案」は、河道外貯留施設の建設に伴い、用地買収を強い

られる水源地と受益地である下流域との間で、地域間の利害の衡平の調整が必要

となる。 

 

○環境への影響 

・河川の水環境に対する影響について、「横瀬川ダム案」は表層取水で運用した場合、

冷水放流あるいは温水放流となる時期があると予測されるため環境保全措置とし

て、選択取水設備による対策を実施することで、水温の変化による影響は、でき

る限り回避もしくは低減されると考えられる。また、水の濁り、富栄養化、溶存

酸素量については、ダム建設前後の変化は小さいと考えられる。 

「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（掘削）案」、「地下水取水・

河道外貯留施設案」については水環境への影響は小さいと考えられる。 

・地下水位、地盤沈下や地下水の塩水化について、全ての案について、地下水等へ

の影響は想定されない。 

・生物の多様性の確保等への影響について、「横瀬川ダム案」、「海水淡水化案」、に

関して、動植物の生息、生育環境に影響を与える可能性があるため、必要に応じ

て生息環境の整備、移植等の環境保全措置を講じる必要がある。また、「河道外貯

留施設案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」に関し動植物の生息、生育環境に

影響を与える可能性があるが、周辺にも同様な環境が存在することから影響は限

定的であると考えられ。ただし、貴重種は必要に応じて、移植などの保全措置を

講ずる。また、「ダム再開発（掘削）案」に関して、生育、生息環境への影響は小

さいと考えられる。 

・土砂流動の影響については、「横瀬川ダム案」は、ダム下流の横瀬川において、河

床高はあまり変化しないと考えられるものの、ダム直下では河床材料の粗粒化が

生じる可能性が考えられる。また、ダムによる河口への土砂流出量の変化は小さ

いと考えられる。「横瀬川ダム案」以外の案で実施される「河道外貯留施設案」、

「海水淡水化案」については、影響は小さいと考えられる。「ダム再開発（掘削）

案」については、土砂流動への変化は小さいと考えられる。「地下水取水・河道外

貯留施設案」については、地下水取水による影響は考えられないが、河道外貯留

施設（貯水池）の影響は小さいと考えられる。 

・景観等への影響について、「横瀬川ダム案」は、ダム堤体及び付替道路により景観

が一部変化すると考えられ、必要に応じて、法面の植生の回復等の環境保全措置

を講ずる必要がある。「河道外貯留施設案」は、新たな湖面の創出による景観等の

変化が考えられる。また、新たに設置する周囲堤については、景観への影響をで

きる限り回避又は低減するため、法面の緑化等の環境保全措置を講ずる必要があ

る。「海水淡水化案」は、海水淡水化施設により景観が一部変化すると考えられる。

新たに設置する施設については、景観への影響をできる限り回避又は低減するた

め、周囲の景観と調和するよう配慮する必要がある。「ダム再開発（掘削）案」は、

貯水池掘削による景観への影響は想定されない。「地下水取水・河道外貯留施設案」

は、既設地下水取水による景観への影響は想定されないが、河道外貯修施設の設
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置により新たな湖面の創出による景観等の変化が考えられる。また、新たに設置

する周囲堤については、景観への影響をできる限り回避又は低減するため、法面

の緑化等の環境保全措置を講ずる必要がある。 

・CO2 排出負荷の変化について、「横瀬川ダム案」、「河道外貯留施設案」、「ダム再開

発（掘削）案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」は、変化は小さいと考えられ

る。「海水淡水化案」は、ポンプ使用による電力使用量増加に伴い CO2 排出量の増

加が想定される。 

 

 

このような結果を踏まえ、検証要領細目に示されている「⑤総合的な評価の考え

方ｉ）目的別の総合評価」に基づき、目的別の総合評価（案）（新規利水）を行った

結果は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）一定の「目標」(利水参画者の必要な開発量 800m3/日）を確保することを基

本とすれば、「コスト」について も有利な案は「横瀬川ダム案」である。

 

２）「時間的な観点からみた実現性」として 10 年後に「目標」を達成すること

が可能と想定される案は、全ての案である。 

 

３）「持続性」、「地域社会への影響」、「環境への影響」への評価軸については、

1)の評価を覆すほどの要素はないと考えられるため、「コスト」を も重視

することとし、新規利水において も有利な案は「横瀬川ダム案」である。
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4.5.3 目的別の総合評価(流水の正常な機能の維持) 

「横瀬川ダム案」、「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（かさ上

げ）案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」の 5 案について、6 つの評価軸（目標、

コスト、実現性、持続性、地域社会への影響、環境への影響）ごとに評価を行った

結果の概要は、以下のとおりである。 

 

○目標 

・全ての案において、横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水量を

確保することができる。 

・10 年後に目標が達成される案は、「横瀬川ダム案」、「海水淡水化案」である。そ

の他の案については、事業実施中であり、効果は見込めないと想定される。 

・「横瀬川ダム案」、「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（かさ上げ）

案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」は各施設下流域において、効果を確保で

きる。 

・全ての案において、現状の河川水質と同等の水質が得られると考えられる。 

 

○コスト 

・完成までに要する費用が も小さい案は「横瀬川ダム案」である。 

・維持管理に要する費用が も小さな案は「河道外貯留施設案」、「地下水取水・河

道外貯留施設案」である。 

・「横瀬川ダム案」以外の案は、中止に伴う費用が必要になる。 

 

○実現性 

・「横瀬川ダム案」について用地取得は約 88％、家屋移転は 100％完了しているもの

の、一部の未取得地について、今後、土地所有者と調整していく必要がある。現

時点では、「横瀬川ダム案」以外の案については、土地所有者等に説明を行ってい

ない。 

・関係する河川使用者の同意の見通しについて、「横瀬川ダム案」は、関係県知事（高

知県）から、現行の基本計画に異議がない旨の回答を得ている。また、利水参画

者（四万十市）についても、現行の基本計画に同意を得ている。「横瀬川ダム案」

以外の案は、現時点では関係する河川使用者に説明等を行っていない。 

・横瀬川ダム建設事業において、発電を目的として事業に参画している者はいない。 

・その他の関係者等との調整の見通しについて、「横瀬川ダム案」は、横瀬川ダム建

設に関する漁業等関係者との調整は完了している。「横瀬川ダム案」以外の案は、

漁業関係者との調整を実施していく必要がある。 

・事業期間については、「横瀬川ダム案」は、国土交通省による対応方針等の決定を

受け、付替道路着手後から約 7 年を要する。「海水淡水化案」に関しては概ね 9

年を要する。また、その他の案については、事業全体が完了するまでに 10 年以上

を要する。なお、「横瀬川ダム案」以外の案についてはこれらの期間の他、関係機

関、周辺住民の了解を得るまでの期間が必要である。 
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・法制度上の観点から実現性の見通しについては、全ての案が実現可能である。 

・技術上の観点から実現性の見通しについて、全ての案において、隘路となる要素

はない。 

 

○持続性 

・将来にわたる持続性について、全ての案において、継続的な監視等が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管理により持続可能である。 

 

○地域社会への影響 

・事業地及びその周辺への影響について、「横瀬川ダム案」は湛水の影響等により、

地すべりの可能性が予測される箇所については、地すべり対策が必要になる。 

「河道外貯留施設案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」については、河道外に

貯水池を新設するにあたり、約 40ha の用地を貯水池とすることは、農業収益減収

など事業地・周辺の地域経済を支える農業活動への影響が考えられる。 

「ダム再開発（かさ上げ）案」については、は湛水の影響等による地すべりの可

能性の調査が必要である。 

「海水淡水化案」については、事業地及びその周辺への影響は考えられない。 

・地域振興に対する効果について、「横瀬川ダム案」ではダム湖を新たな観光資源と

した地域振興の可能性がある一方で、フォローアップが必要である。「河道外貯留

施設案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」については、新たな水面がレクリエ

ーションの場となり、地域振興に繋がる可能性がある。「海水淡水化案」、「ダム再

開発（かさ上げ）案」については、地域振興に対する新たな効果は考えられない。 

・地域間の利害の衡平については、「横瀬川ダム案」について、一般的にダムを新た

に建設する場合、移転を強いられる水源地と、受益地である下流域との間で、地

域間の利害の衡平の調整が必要になる。「横瀬川ダム案」以外の案については、用

地取得を強いられる水源地とその下流域との間で、地域間の利害の衡平の調整が

必要となる。 

○環境への影響 

・河川の水環境に対する影響について、「横瀬川ダム案」は表層取水で運用した場合、

冷水放流あるいは温水放流となる時期があると予測されるため環境保全措置とし

て、選択取水設備による対策を実施することで、「水温の変化」による影響は、で

きる限り回避もしくは低減されると考えられる。また、水の濁り、富栄養化、溶

存酸素量については、ダム建設前後の変化は小さいと考えられる。 

「河道外貯留施設案」、「海水淡水化案」、「ダム再開発（かさ上げ）案」、「地下水取

水・河道外貯留施設案」については水環境への影響は小さいと考えられる。 

・地下水位、地盤沈下や地下水の塩水化について、全ての案について、地下水等へ

の影響は想定されない。 

・生物の多様性の確保等への影響について、「横瀬川ダム案」、「海水淡水化案」、に

関して、動植物の生息、生育環境に影響を与える可能性があるため、必要に応じ

て掘削方法の工夫等の環境保全措置を講じる必要がある。また、「河道外貯留施設
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案」、「地下水取水・河道外貯留施設案」に関し動植物の生息、生育環境に影響を

与える可能性があるが、周辺にも同様な環境が存在することから影響は限定的で

あると考えられ。ただし、貴重種は必要に応じて、移植などの保全措置を講ずる。

また、「ダム再開発（かさ上げ）案」に関して、生育、生息環境への影響は小さい

と考えられる。 

・土砂流動の影響については、「横瀬川ダム案」は、ダム下流の横瀬川において、河

床高はあまり変化しないと考えられるものの、ダム直下では河床材料の粗粒化が

生じる可能性が考えられる。また、ダムによる河口への土砂流出量の変化は小さ

いと考えられる。「横瀬川ダム案」以外の案で実施される「河道外貯留施設案」、

「海水淡水化案」については、影響は小さいと考えられる。「ダム再開発（かさ上

げ）案」については、土砂流動の変化は小さいと考えられる。「地下水取水・河道

外貯留施設案」については、地下水取水による影響は考えられないが、河道外貯

留施設（貯水池）の影響は小さいと考えられる。 

・景観等への影響について、全ての案において、景観等の変化が考えられる為、景

観への影響をできる限り回避又は、低減するため、法面の緑化等の環境保全措置

を講ずる必要がある。 

・CO2 排出負荷の変化について、「横瀬川ダム案」に関しては、変化は小さいと考え

られる。その他の案に関しては、ポンプ使用による電力使用量増加に伴い CO2 排

出量の増加が想定される。 

 

 

このような結果を踏まえ、検証要領細目に示されている「⑤総合的な評価の考え

方ｉ）目的別の総合評価」に基づき、目的別の総合評価（案）（流水の正常な機能の

維持）を行った結果は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）一定の「目標」(横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水量

を確保する。磯ノ川地点において、かんがい期  概ね 1.15m3/s、非かんが

い期  概ね 0.70m3/s）を確保することを基本とすれば、「コスト」について

も有利な案は「横瀬川ダム案」である。 

 

２）「時間的な観点からみた実現性」として 10 年後に「目標」を達成すること

が可能と想定される案は、「横瀬川ダム案」と「海水淡水化案」である。 

 

３）「持続性」、「地域社会への影響」、「環境への影響」への評価軸については、

1)の評価を覆すほどの要素はないと考えられるため、「コスト」を も重視

することとし、流水の正常な機能の維持において も有利な案は「横瀬川

ダム案」である。 
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4.6 検証対象ダムの総合的な評価 

4.6.1 検証対象ダムの総合的な評価 

検証要領細目に示されている「⑤総合的な評価の考え方ⅱ）検証対象ダムの総合

的な評価」に基づき、検証対象ダムの総合的な評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：検証要領細目より抜粋】 

ⅱ）検証対象ダムの総合的な評価 

ⅰ）の目的別の総合評価を行った後、各目的別の検討を踏まえて、検証の対

象とするダム事業に関する総合的な評価を行う。目的別の総合評価の結果が全

ての目的で一致しない場合は、各目的それぞれの評価結果やそれぞれの評価結

果が他の目的に与える影響の有無、程度等について、検証対象ダムや流域の実

情等に応じて総合的に勘案して評価する。検討主体は総合的な評価を行った結

果とともにその結果に至った理由等を明示する。 

 

 

・治水（洪水調節）、新規利水、流水の正常な機能の維持について目的別の総合

評価を行った結果、 も有利な案は、「横瀬川ダム案」となり、全ての目的別

の総合評価の結果が一致した。よって、総合的な評価において、 も有利な

案は、「横瀬川ダム案」である。 
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6. 関係者の意見等 

6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 

(1) 実施状況 

横瀬川ダム検証を進めるにあたり、検討主体と関係地方公共団体において相互

の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを目的として、検討の場を設

置し、平成 24 年 11 月 28 日までに検討の場を 1 回、幹事会を 5 回開催した。 

第 1 回幹事会において確認された検討の場の規約を P6-3～P6-6 に示す。 

また、これまでの検討の場の開催状況は、P1-6 の「表 1-2-2 検討の場の実施経

緯」に示すとおりである。 

 

(2) 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 

平成 24 年 10 月 25 日に開催した検討の場において、検討主体が示した内容に対

する構成員の見解は以下のとおりである。 

 

〔高知県〕尾﨑知事 

・治水対策や新規利水などの総合的な評価として も有利な案は、横瀬川ダム

案ということで、コスト面などから妥当な評価と考える。 

・中筋川沿川の地域では、中筋川ダムの完成以降も、家屋、農地、国道等の浸

水被害が発生している。また、横瀬川ダムは、四万十市の上水道の水源とし

ても位置付けられている。このため、浸水被害の一日も早い解消と衛生的な

飲料水の安定確保に向け、横瀬川ダム建設に遅れが生じないよう、早期に検

証の結果を出していただきたい。 

・来年度の予算枠が間もなく固まる時期になるが、大臣の方針が出されれば、

速やかに方針に沿った対策が促進できるよう、予算を確保しておいていただ

きたい。 

 

〔四万十市〕田中市長 

・四万十市は、歴史的に洪水の被害に見舞われてきた。その中でも中筋川は河

床勾配が緩く排水が良くない。国道等の浸水も長時間となり、住民の生活に

支障を来たしている。 

・旧中村市時代からダム推進という立場で議会でも論議をして、議決もされ、

市を上げて取り組んできている。 

・四万十市・宿毛市で構成する横瀬川ダム建設促進期成同盟会も開かれ、早期

着手、早期完成の決議もなされている。 

・災害から生命、財産を守り、地域活性化のためにはダム案以外の対策はあり

得ないと考える。是非出来るだけ早い時期にダムの再着手をお願いしたい。 

・西部統合簡易水道事業は、横瀬川ダムがあって成り立つものである。ダム事

業のストップで水道のパイプラインの延伸もストップせざるを得なくなって

いる。現在の進捗状況からもダム案以外の対策はあり得ないと考える。 
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6.3 意見聴取 

「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成した段階で、学識経

験を有する者等及び関係住民からの意見聴取を実施した。 

また、これらを踏まえ「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」

を作成し、関係地方公共団体の長及び関係利水者からの意見聴取を実施し、その結果

等について記述する予定。 

 

6.3.1 学識経験を有する者等からの意見聴取 

横瀬川ダム建設事業の検証においては、検証要領細目に定められている「学識経

験を有する者の意見」として、表 6-3-1 に示す方々から意見聴取を実施した。 

(1) 意見聴取対象：「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

(2) 意見聴取日 ：平成 24 年 11 月 13 日（火） 

(3) 意見聴取を実施した学識経験を有する者等 

 

表 6-3-1 学識経験を有する者等 

氏名 役職等 

今井
い ま い

 嘉彦
よしひこ

 高知大学 名誉教授 

大年
おおとし

 邦雄
く に お

 高知大学農学部 教授 

岡山
おかやま

 静夫
し ず お

 四万十川中央漁業協同組合 組合長 

木下
きのした

 泉
いずみ

 高知大学総合研究センター 教授 

佐藤
さ と う

 晃一
こういち

 愛媛大学 名誉教授 

田村
た む ら

 章
あきら

 宿毛商工会議所 会頭 

西内
にしうち

 燦夫
あ き お

 四万十川流域住民ﾈｯﾄﾜｰｸ 代表世話人 

福永
ふくなが

 信之
のぶゆき

 ネイチャーとさ 代表 

（敬称略 五十音順） 
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(4) 学識経験を有する者等からのご意見 

   学識経験を有する者等から頂いた主なご意見について、以下に示す。 

 

【今井嘉彦 氏 (高知大学 名誉教授）】 

・これまでの計画は横瀬川ダムに重点を置いて検討していたように思うが、

今回は、横瀬川ダムと中筋川ダムを含む流域について総合的に検討されて

おり、今回検討した内容については賛成である。 

・既存の野村ダム、石手川ダム等では、アオコが発生し対応に苦慮している。

既に発生要因等の調査検討が実施されているので、横瀬川ダムにおいても

これらを参考に事前に対応策を立てる必要がある。横瀬川ダムは、現在工

事の途中であるが、数箇所で鉄バクテリアの発生が観察されているので、

引き続き注意して調査検討する必要がある。 

・既存のダムでは、フェンスでアオコ対策に効果を挙げているダムもあるの

で、手戻りがないようにあらかじめ設置位置を事前に考えておくこと等が

重要である。 

 

【大年邦雄 氏 (高知大学農学部 教授）】 

・「洪水調節」、「新規利水」、「流水の正常な機能の維持」の 3 つの観点に対し

て、考え得る複数の代替案が選出されている。代替案をグループ化し、グ

ループごとの代表案を経費面や流域特性に基づいて抽出し、代表案とダム

案を含めた案ごとに、6～7 つの評価軸に基づく評価が行われている。 

・それぞれの検証過程に恣意性は無く、合理性をもって納得できるものとい

える。 

・横瀬川ダム事業が も有利であるとの検証結果については、ダムは複合的

な機能を有するものであることも考慮すると、同意できる結果である。 

・ダム事業の有益性は大きいが、時として負の影響が流域に波及するという

面もあり得ることを考えると、横瀬川ダム事業に関連する環境影響調査な

ど、専門家だけでなく流域住民や関係団体の意見も聴きながら進めていた

だきたい。 

 

【岡山静夫 氏 (四万十川中央漁業協同組合 組合長）】 

・幼少の頃より、中筋川の洪水に悩まされており、ダムや堤防の早期完成を 

切望していた。 

・環境に配慮しつつ、ダム事業が進捗することを望む。 

 

【木下泉 氏 (高知大学総合研究センター 教授)】 

・ダムができ貯水池になれば、ダムより上流の環境は大きく変わってしまい

貯水池になるところは元には戻れない。したがって、ダムから上流よりも

下流の河道の環境保全措置をより検討すべきである。 

・評価の考え方として、安全度が一番重要ではないのか。一定の安全度の確
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保とあるが、一定という言葉が曖昧で良くない。河川整備計画と同程度の

目標とあるが、想定外の事象も起こりうるので、考えられる安全度を設定

した上で、そのために必要なコストを評価すべきではないか。 

・様々な対策案の中で、環境への影響を考えた場合、ダムが一番環境に影響

を与えると考えられるが、治水、利水、流水の正常な機能の維持及びコス

トの面から、より効果的・持続的に実現できるのであれば、横瀬川ダム案

が妥当であると言えるのではないか。 

 

【佐藤晃一 氏 (愛媛大学 名誉教授)】 

・中筋川流域では、横瀬川ダムを計画することはベストセレクションである。

一般に、日本の急流河川の流水をコントロールするために、造れる場所が

あればダムが有利なケースが多い。中筋川流域では、流域の住民と早い段

階で意見交換するなど協力の下に進められている。住民の方もよく勉強を

されている。 

・中筋川は河床勾配が 1/8,000 程度と非常に緩い勾配であり、雨が降れば池

のようになる地形がネックとなっている。この地形は、内水災害の発生の

起因ともなっている。 

・日本は川を支配するという考えがある。他方、世界には、洪水に対応しき

れないと考え、洪水と共存との考え方もある。例えば、家を 2ｍほど嵩上

げして住むなど、洪水や内水災害と共存するなどの方策もある。 

・中筋川・横瀬川の対策を考える場合に、四万十川と後川の背水の影響を考

慮するなど 悪の状態を想定しておくことが必要である。計画以上の洪水

がきた場合など、四万十川の水位が高く中筋川からの水が流れないときに

排水あるいは調整する方法について、あらゆる事象を掘り下げた検討など

をしておく必要がある。 

・河川管理については、平水時や渇水時の管理は重要である。選択取水設備

の採用はよいが、渇水時に、どうしてもシルトがダム貯水池や下流の河床

に沈殿する。河床勾配が急な河川では、人工洪水を発生させて流下させる

のも一案である。水の流し方については、工夫が必要である。 

 

【田村章 氏 (宿毛商工会議所 会頭)】 

・いろいろな角度から検討され、総合的にダムが正しいとの結論が出た以上

は、一刻も早く進めてほしい。 

・平成 19 年 7 月、平成 22 年 3 月、同年 5 月に要望書を提出し、ダム建設を

お願いしている。予算もすでに 400 億円のうち 40％程度使っている中で中

止することは、非常に問題があると考える。ぜひ一刻も早くダムを造って

もらいたい。 

・発電について、ダムのための発電は考えられているが、小水力発電につい

ても取り入れて検討してもらいたい。 

・ 地震・津波対策をさらに検討してもらいたい。 
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【西内燦夫 氏 (四万十川流域住民ﾈｯﾄﾜｰｸ 代表世話人)】 

・綿密な再検討がなされていて感服している。 

・中筋川の洪水解消のために、このダムは単体で検討されたものではなく、

全体計画の一部だと承知している。早急な全体像の完成を多くの住民は待

っている。 

・この中筋川との戦いに人間が勝つためには、河川に雨が入って来る時間を

コントロールするしかないと考えている。 

・遊水地を追加検討しているが、これは好ましくない。平面的な遊水地では、

土地利用面からも不利で根本的な解決にならない。それよりは、調整池と

いう施設が技術的に好ましいと言える。調整池は縦断的に時間の問題を解

消するもので今回の検討には 適と考える。これは規模が大きくなるとダ

ムと呼ばれるものである。 

・ダムは、四万十川の景観に大きな支障は無く、むしろ流域住民の生命と財

産確保が優先されるべき事例であって、早期に完成すべきものと考える。 

 

【福永信之 氏 (ネイチャーとさ 代表)】 

・中筋川は、カワウソも生息していた良い環境であった。 

・中筋川では、横瀬川の水の方がきれいであり、本当にダムが必要かもっと

現地を見てほしい。現地には、豊かな自然や生態系が残っている。 

・ダムだけでなくコンクリートを利用した河川工事をしてほしくない。中筋

川をこれ以上汚してほしくない。 

・今回の検証について、ダムと代替案を比較しているが、コストだけでダム

と判断するのはおかしい。 

・現地をもっとみて、人間サイドだけでなく、生態系のことも考えて、検討

してほしい。 

・ダムが完成したとしても、冠水は発生する。 

 

(5) 学識経験を有する者等からのご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者等から頂いた主なご意見と、それらのご意見に対する検

討主体の考え方を表 6-3-2 に示す。 
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会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
に

お
い

て
も

、
環

境
影

響
評

価
法

に
準

じ
た

環
境

調
査

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
そ

の
中

で
、

ダ
ム

の
供

用
後

に
お

け
る

富
栄

養
化

に
つ

い
て

予
測

を
実

施
し

て
お

り
ま

す
。

予
測

の
結

果
、

ダ
ム

上
流

域
に

は
人

為
的

負
荷

の
流

入
が

少
な

く
、

栄
養

塩
濃

度
が

非
常

に
低

い
た

め
、

富
栄

養
化

現
象

が
発

生
す

る
可

能
性

は
低

い
と

評
価

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

ご
指

摘
の

鉄
バ

ク
テ

リ
ア

の
発

生
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
調

査
検

討
を

実
施

し
て

い
き

ま
す

。

・
今

後
と

も
適

切
な

河
川

管
理

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

ま
た

、
ア

オ
コ

等
へ

の
対

策
に

つ
い

て
は

、
ご

意
見

を
踏

ま
え

、
新

の
デ

ー
タ

等
に

よ
る

検
討

を
引

き
続

き
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

対
応

し
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

高
知

大
学

農
学

部
　

教
授

大
年

　
邦

雄
氏

・
「
洪

水
調

節
」
、

「新
規

利
水

」
、

「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

」
の

3
つ

の
観

点
に

対
し

て
、

考
え

得
る

複
数

の
代

替
案

が
選

出
さ

れ
て

い
る

。
代

替
案

を
グ

ル
ー

プ
化

し
、

グ
ル

ー
プ

ご
と

の
代

表
案

を
経

費
面

や
流

域
特

性
に

基
づ

い
て

抽
出

し
、

代
表

案
と

ダ
ム

案
を

含
め

た
案

ご
と

に
、

6
～

7
の

評
価

軸
に

基
づ

く
評

価
が

行
わ

れ
て

い
る

。

・
そ

れ
ぞ

れ
の

検
証

過
程

に
恣

意
性

は
無

く
、

合
理

性
を

も
っ

て
納

得
で

き
る

も
の

と
い

え
る

。

・横
瀬

川
ダ

ム
事

業
が

も
有

利
で

あ
る

と
の

検
証

結
果

に
つ

い
て

は
、

ダ
ム

は
複

合
的

な
機

能
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

も
考

慮
す

る
と

、
同

意
で

き
る

結
果

で
あ

る
。

・ダ
ム

事
業

の
有

益
性

は
大

き
い

が
、

時
と

し
て

負
の

影
響

が
流

域
に

波
及

す
る

と
い

う
面

も
あ

り
得

る
こ

と
を

考
え

る
と

、
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

に
関

連
す

る
環

境
影

響
調

査
な

ど
、

専
門

家
だ

け
で

な
く
流

域
住

民
や

関
係

団
体

の
意

見
も

聴
き

な
が

ら
進

め
て

い
た

だ
き

た
い

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
検

証
に

係
る

検
討

に
当

た
っ

て
は

、
透

明
性

の
確

保
を

図
り

、
地

域
の

意
向

を
十

分
に

反
映

す
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
が

重
要

と
考

え
て

い
ま

す
。

検
討

過
程

に
お

い
て

は
、

主
要

な
段

階
で

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
を

行
い

広
く
意

見
を

募
集

し
、

ま
た

、
関

係
住

民
の

意
見

を
聴

き
な

が
ら

進
め

て
い

ま
す

。

・
環

境
影

響
調

査
の

進
め

方
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

今
後

の
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

四
万

十
川

中
央

漁
業

協
同

組
合

　
組

合
長

岡
山

　
静

夫
氏

・幼
少

の
頃

よ
り

、
中

筋
川

の
洪

水
に

悩
ま

さ
れ

て
お

り
、

ダ
ム

や
堤

防
の

早
期

完
成

を
切

望
し

て
い

た
。

・環
境

に
配

慮
し

つ
つ

、
ダ

ム
事

業
が

進
捗

す
る

こ
と

を
望

む
。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（案

）を
と

り
ま

と
め

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

・
環

境
保

全
に

つ
き

ま
し

て
は

、
検

証
の

結
論

に
沿

っ
て

適
切

に
対

応
す

る
と

と
も

に
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

の
実

施
や

学
識

経
験

者
等

の
ご

意
見

も
頂

き
な

が
ら

、
生

態
系

保
全

な
ど

自
然

環
境

と
の

調
和

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

主
な

コ
メ

ン
ト
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表
6
-
3
-
2
-
(
2
)
 

学
識

経
験

を
有

す
る

者
等

の
ご

意
見

と
検

討
主

体
の

考
え

方
(
2
/
4
)
 

検
討

主
体

の
考

え
方

高
知

大
学

総
合

研
究

セ
ン

タ
ー

　
教

授
木

下
　

泉
氏

・
ダ

ム
が

で
き

貯
水

池
に

な
れ

ば
、

ダ
ム

よ
り

上
流

の
環

境
は

大
き

く
変

わ
っ

て
し

ま
い

貯
水

池
に

な
る

と
こ

ろ
は

元
に

は
戻

れ
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

ダ
ム

か
ら

上
流

よ
り

も
下

流
の

河
道

の
環

境
保

全
措

置
を

よ
り

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。

・評
価

の
考

え
方

と
し

て
、

安
全

度
が

一
番

重
要

で
は

な
い

の
か

。
一

定
の

安
全

度
の

確
保

と
あ

る
が

、
一

定
と

い
う

言
葉

が
曖

昧
で

良
く
な

い
。

河
川

整
備

計
画

と
同

程
度

の
目

標
と

あ
る

が
、

想
定

外
の

事
象

も
起

こ
り

う
る

の
で

、
考

え
ら

れ
る

安
全

度
を

設
定

し
た

上
で

、
そ

の
た

め
に

必
要

な
コ

ス
ト

を
評

価
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

・様
々

な
対

策
案

の
中

で
、

環
境

へ
の

影
響

を
考

え
た

場
合

、
ダ

ム
が

一
番

環
境

に
影

響
を

与
え

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
治

水
、

利
水

、
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

及
び

コ
ス

ト
の

面
か

ら
、

よ
り

効
果

的
・
持

続
的

に
実

現
で

き
る

の
で

あ
れ

ば
、

横
瀬

川
ダ

ム
案

が
妥

当
で

あ
る

と
言

え
る

の
で

は
な

い
か

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

に
伴

い
予

測
さ

れ
る

生
物

の
多

様
性

の
確

保
等

へ
の

影
響

に
つ

い
て

、
現

計
画

案
で

は
、

横
瀬

川
ダ

ム
の

湛
水

区
域

に
含

ま
れ

る
動

植
物

の
生

息
・
生

育
環

境
が

消
失

し
ま

す
が

、
影

響
を

受
け

る
と

予
測

さ
れ

る
種

に
つ

い
て

は
、

生
息

環
境

の
整

備
や

移
植

等
の

環
境

保
全

措
置

を
講

ず
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

ダ
ム

放
流

に
よ

る
下

流
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
の

実
施

や
専

門
家

に
ご

意
見

を
頂

き
な

が
ら

、
生

態
系

保
全

な
ど

自
然

と
の

調
和

に
努

め
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣に
お

い
て

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
、

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
１

）
～

7
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（略
) 

1)
安

全
度

（被
害

軽
減

効
果

）ｲ
）河

川
整

備
計

画
レ

ベ
ル

の
目

標
に

対
し

安
全

を
確

保
で

き
る

か
（略

)2
）
コ

ス
ト

(略
)7

)環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

各
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
対

策
実

施
手

順
を

想
定

し
、

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
評

価
軸

で
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
に

つ
い

て
も

同
様

に
、

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
評

価
軸

で
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。
新

規
利

水
に

つ
い

て
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
て

確
認

し
た

必
要

な
開

発
量

を
確

保
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

評
価

軸
で

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

主
な

コ
メ

ン
ト

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣に
お

い
て

、
「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
、

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)～

7
)で

示
す

よ
う

に
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(略
)１

)安
全

度
」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

を
上

回
る

洪
水

が
発

生
し

た
場

合
に

ど
の

よ
う

な
状

態
に

な
る

か
に

つ
い

て
も

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

異
常

気
象

に
関

し
て

は
、

四
国

地
方

で
頻

発
し

て
い

る
気

候
変

動
の

影
響

を
把

握
す

る
た

め
に

、
「
四

国
地

方
の

気
候

変
動

レ
ポ

ー
ト

2
0
1
0
」
（
国

土
交

通
省

四
国

地
方

整
備

局
）
が

公
表

さ
れ

て
い

ま
す

。
「
四

国
地

方
の

気
候

変
動

レ
ポ

ー
ト

2
0
1
0
」
に

よ
る

と
、

長
期

的
傾

向
と

し
て

年
降

水
量

の
多

雨
の

年
と

少
雨

の
年

の
変

動
幅

が
拡

大
し

て
お

り
、

渇
水

と
洪

水
の

頻
発

・
被

害
の

深
刻

さ
が

懸
念

さ
れ

ま
す

。
ま

た
、

短
期

的
傾

向
と

し
て

は
、

短
時

間
に

大
雨

が
降

る
回

数
に

つ
い

て
増

加
の

傾
向

が
見

ら
れ

て
い

ま
す

。

・今
後

と
も

、
堤

防
等

の
整

備
、

既
存

施
設

の
信

頼
性

向
上

な
ど

の
ハ

ー
ド

対
策

、
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

等
の

整
備

支
援

、
雨

量
・河

川
水

位
の

リ
ア

ル
タ

イ
ム

情
報

の
提

供
、

関
係

機
関

と
の

連
携

・情
報

共
有

な
ど

の
ソ

フ
ト

対
策

を
着

実
に

推
進

す
る

と
と

も
に

、
新

の
知

見
も

参
考

と
し

つ
つ

、
今

後
の

気
候

変
動

へ
の

適
応

策
に

つ
い

て
、

調
査

・検
討

に
努

め
て

い
き

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

・
今

後
と

も
適

切
な

河
川

管
理

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

ま
た

、
シ

ル
ト

等
へ

の
対

策
に

つ
い

て
は

、
ご

意
見

を
踏

ま
え

、
新

の
デ

ー
タ

等
に

よ
る

検
討

を
引

き
続

き
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

対
応

し
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

愛
媛

大
学

　
名

誉
教

授
佐

藤
　

晃
一

氏
・
中

筋
川

流
域

で
は

、
横

瀬
川

ダ
ム

を
計

画
す

る
こ

と
は

ベ
ス

ト
セ

レ
ク

シ
ョ

ン
で

あ
る

。
一

般
に

、
日

本
の

急
流

河
川

の
流

水
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

す
る

た
め

に
、

造
れ

る
場

所
が

あ
れ

ば
ダ

ム
が

有
利

な
ケ

ー
ス

が
多

い
。

中
筋

川
流

域
で

は
、

流
域

の
住

民
と

早
い

段
階

で
意

見
交

換
す

る
な

ど
協

力
の

下
に

進
め

ら
れ

て
い

る
。

住
民

の
方

も
よ

く
勉

強
を

さ
れ

て
い

る
。

・
中

筋
川

は
河

床
勾

配
が

1
/
8
,0

0
0
程

度
と

非
常

に
緩

い
勾

配
で

あ
り

、
雨

が
降

れ
ば

池
の

よ
う

に
な

る
地

形
が

ネ
ッ

ク
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

地
形

は
、

内
水

災
害

の
発

生
の

起
因

と
も

な
っ

て
い

る
。

・日
本

は
川

を
支

配
す

る
と

い
う

考
え

が
あ

る
。

他
方

、
世

界
に

は
、

洪
水

に
対

応
し

き
れ

な
い

と
考

え
、

洪
水

と
共

存
と

の
考

え
方

も
あ

る
。

例
え

ば
、

家
を

2
ｍ

ほ
ど

嵩
上

げ
し

て
住

む
な

ど
、

洪
水

や
内

水
災

害
と

共
存

す
る

な
ど

の
方

策
も

あ
る

。

・中
筋

川
・横

瀬
川

の
対

策
を

考
え

る
場

合
に

、
四

万
十

川
と

後
川

の
背

水
の

影
響

を
考

慮
す

る
な

ど
悪

の
状

態
を

想
定

し
て

お
く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

計
画

以
上

の
洪

水
が

き
た

場
合

な
ど

、
四

万
十

川
の

水
位

が
高

く
中

筋
川

か
ら

の
水

が
流

れ
な

い
と

き
に

排
水

あ
る

い
は

調
整

す
る

方
法

に
つ

い
て

、
あ

ら
ゆ

る
事

象
を

掘
り

下
げ

た
検

討
な

ど
を

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

。

・河
川

管
理

に
つ

い
て

は
、

平
水

時
や

渇
水

時
の

管
理

は
重

要
で

あ
る

。
選

択
取

水
設

備
の

採
用

は
よ

い
が

、
渇

水
時

に
、

ど
う

し
て

も
シ

ル
ト

が
ダ

ム
貯

水
池

や
下

流
の

河
床

に
沈

殿
す

る
。

河
床

勾
配

が
急

な
河

川
で

は
、

人
工

洪
水

を
発

生
さ

せ
て

流
下

さ
せ

る
の

も
一

案
で

あ
る

。
水

の
流

し
方

に
つ

い
て

は
、

工
夫

が
必

要
で

あ
る

。
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表
6
-
3
-
2
-
(
3
)
 

学
識

経
験

を
有

す
る

者
等

の
ご

意
見

と
検

討
主

体
の

考
え

方
(
3
/
4
)
 

検
討

主
体

の
考

え
方

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（
案

）
を

と
り

ま
と

め
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

で
は

、
ダ

ム
下

流
の

正
常

流
量

確
保

の
た

め
の

ダ
ム

か
ら

の
放

流
水

に
よ

り
発

電
し

、
ダ

ム
を

管
理

に
必

要
な

電
力

を
ま

か
な

う
ダ

ム
管

理
用

発
電

を
計

画
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

既
設

の
中

筋
川

ダ
ム

に
お

い
て

ダ
ム

管
理

用
発

電
を

行
っ

て
お

り
、

水
力

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

有
効

に
活

用
し

て
い

ま
す

。
頂

い
た

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
今

後
の

検
討

に
際

し
、

参
考

と
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

・
東

南
海

・
南

海
地

震
な

ど
の

大
規

模
地

震
に

よ
る

堤
防

等
の

河
川

管
理

施
設

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

も
｢河

川
構

造
物

の
耐

震
性

能
照

査
指

針
(案

)・
同

解
説

｣(
平

成
19

年
3月

)
に

基
づ

き
耐

震
性

能
の

照
査

を
実

施
し

て
き

て
お

り
、

平
成

22
年

度
ま

で
に

実
崎

樋
門

・津
蔵

渕
水

門
の

耐
震

補
強

と
、

津
蔵

渕
水

門
・
実

崎
樋

門
・
古

津
賀

樋
門

の
ゲ

ー
ト

閉
鎖

の
自

動
化

・
高

速
化

を
完

了
し

て
い

ま
す

。
そ

の
他

の
河

川
管

理
施

設
に

つ
い

て
も

必
要

に
応

じ
て

対
策

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

・
ま

た
、

東
日

本
大

震
災

を
踏

ま
え

、
国

・
県

等
の

行
政

機
関

、
学

識
経

験
者

、
経

済
界

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
事

業
者

等
幅

広
い

分
野

の
方

々
（
47

機
関

）
の

参
加

の
下

、
『四

国
東

南
海

・
南

海
地

震
対

策
戦

略
会

議
(事

務
局

：
四

国
地

方
整

備
局

)』
を

設
置

し
、

四
国

が
一

体
と

な
っ

て
取

り
組

む
べ

き
施

策
や

各
機

関
が

重
点

的
に

取
り

組
む

べ
き

施
策

等
に

つ
い

て
、

四
国

地
方

に
お

け
る

東
海

・
東

南
海

・南
海

地
震

等
の

巨
大

地
震

に
対

す
る

｢四
国

地
震

防
災

基
本

戦
略

～
来

る
べ

き
巨

大
地

震
に

備
え

て
～

｣(
以

下
、

地
震

防
災

基
本

戦
略

と
い

う
。

)を
平

成
2
3年

1
2月

2日
に

策
定

し
た

と
こ

ろ
で

す
。

(参
考

：
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.s
kr

.m
lit

.g
o
.jp

/
p
re

s/
h
23

b
ac

kn
u
m

/
ki

ka
ku

/
1
11

2
02

/
1
11

2
02

-
3.

p
d
f)

・
｢地

震
防

災
基

本
戦

略
｣で

は
、

｢初
動

対
応

・
応

急
対

策
な

ど
を

迅
速

・円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
を

目
的

に
、

仕
組

み
や

体
制

な
ど

、
準

備
で

き
る

も
の

は
出

来
る

限
り

事
前

に
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

被
害

の
小

化
を

目
指

す
｣｢

基
本

戦
略

に
掲

げ
る

取
組

を
実

行
し

て
い

く
た

め
、

施
策

毎
に

各
機

関
の

役
割

分
担

を
明

確
に

し
、

特
に

重
要

な
初

動
対

応
・応

急
対

応
を

メ
イ

ン
に

1
0
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
を

設
置

｣｢
中

央
防

災
会

議
の

終
報

告
(被

害
想

定
等

)を
踏

ま
え

た
見

直
し

や
、

毎
年

実
施

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
に

よ
る

課
題

の
抽

出
・改

善
を

図
る

こ
と

で
、

各
種

施
策

を
確

実
に

実
施

｣等
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
き

関
係

機
関

と
協

力
し

つ
つ

各
施

策
の

実
行

に
取

り
組

ん
で

い
き

ま
す

。

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

主
な

コ
メ

ン
ト

宿
毛

商
工

会
議

所
　

会
頭

田
村

　
章

氏
・
い

ろ
い

ろ
な

角
度

か
ら

検
討

さ
れ

、
総

合
的

に
ダ

ム
が

正
し

い
と

の
結

論
が

出
た

以
上

は
、

一
刻

も
早

く
進

め
て

ほ
し

い
。

・
平

成
19

年
7
月

、
平

成
2
2
年

3
月

、
同

年
5
月

に
要

望
書

を
提

出
し

、
ダ

ム
建

設
を

お
願

い
し

て
い

る
。

予
算

も
す

で
に

4
00

億
円

の
う

ち
40

％
程

度
使

っ
て

い
る

中
で

中
止

す
る

こ
と

は
、

非
常

に
問

題
が

あ
る

と
考

え
る

。
ぜ

ひ
一

刻
も

早
く
ダ

ム
を

造
っ

て
も

ら
い

た
い

。

・
発

電
に

つ
い

て
、

ダ
ム

の
た

め
の

発
電

は
考

え
ら

れ
て

い
る

が
、

小
水

力
発

電
に

つ
い

て
も

取
り

入
れ

て
検

討
し

て
も

ら
い

た
い

。

・
地

震
・津

波
対

策
を

さ
ら

に
検

討
し

て
も

ら
い

た
い

。
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表
6
-
3
-
2
-
(
4
)
 

学
識

経
験

を
有

す
る

者
等

の
ご

意
見

と
検

討
主

体
の

考
え

方
(
4
/
4
)
 

検
討

主
体

の
考

え
方

四
万

十
川

流
域

住
民

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

　
代

表
世

話
人

西
内

　
燦

夫
氏

・綿
密

な
再

検
討

が
な

さ
れ

て
い

て
感

服
し

て
い

る
。

・
中

筋
川

の
洪

水
解

消
の

た
め

に
、

こ
の

ダ
ム

は
単

体
で

検
討

さ
れ

た
も

の
で

は
な

く
、

全
体

計
画

の
一

部
だ

と
承

知
し

て
い

る
。

早
急

な
全

体
像

の
完

成
を

多
く
の

住
民

は
待

っ
て

い
る

。

・
こ

の
中

筋
川

と
の

戦
い

に
人

間
が

勝
つ

た
め

に
は

、
河

川
に

雨
が

入
っ

て
来

る
時

間
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

す
る

し
か

な
い

と
考

え
て

い
る

。

・遊
水

地
を

追
加

検
討

し
て

い
る

が
、

こ
れ

は
好

ま
し

く
な

い
。

平
面

的
な

遊
水

地
で

は
、

土
地

利
用

面
か

ら
も

不
利

で
根

本
的

な
解

決
に

な
ら

な
い

。
そ

れ
よ

り
は

、
調

整
池

と
い

う
施

設
が

技
術

的
に

好
ま

し
い

と
言

え
る

。
調

整
池

は
縦

断
的

に
時

間
の

問
題

を
解

消
す

る
も

の
で

今
回

の
検

討
に

は
適

と
考

え
る

。
こ

れ
は

規
模

が
大

き
く
な

る
と

ダ
ム

と
呼

ば
れ

る
も

の
で

あ
る

。

・
ダ

ム
は

、
四

万
十

川
の

景
観

に
大

き
な

支
障

は
無

く
、

む
し

ろ
流

域
住

民
の

生
命

と
財

産
確

保
が

優
先

さ
れ

る
べ

き
事

例
で

あ
っ

て
、

早
期

に
完

成
す

べ
き

も
の

と
考

え
る

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（案

）を
と

り
ま

と
め

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「中
間

と
り

ま
と

め
」を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

は
、

｢ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
｣に

お
い

て
「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
、

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
１

）～
7
）
で

示
す

よ
う

に
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（
略

)2
)コ

ス
ト

（
略

) 
7)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

各
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
対

策
実

施
手

順
を

想
定

し
、

コ
ス

ト
の

み
な

ら
ず

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て

も
評

価
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・今
後

の
河

川
整

備
に

お
い

て
は

、
検

証
の

結
論

に
沿

っ
て

適
切

に
対

応
す

る
と

と
も

に
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

の
実

施
や

学
識

経
験

者
等

の
ご

意
見

も
頂

き
な

が
ら

、
生

態
系

保
全

な
ど

自
然

環
境

と
の

調
和

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

・
今

後
、

内
水

に
つ

い
て

は
、

浸
水

被
害

の
発

生
状

況
を

注
視

し
つ

つ
調

査
・
検

討
を

行
う

と
共

に
、

必
要

な
施

策
に

つ
い

て
幅

広
く
検

討
し

、
国

、
県

、
市

が
協

力
・連

携
・分

担
し

て
取

り
組

ん
で

い
き

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

ネ
イ

チ
ャ

ー
と

さ
　

代
表

福
永

　
信

之
氏

・中
筋

川
は

、
カ

ワ
ウ

ソ
も

生
息

し
て

い
た

良
い

環
境

で
あ

っ
た

。

・中
筋

川
で

は
、

横
瀬

川
の

水
の

方
が

き
れ

い
で

あ
り

、
本

当
に

ダ
ム

が
必

要
か

も
っ

と
現

地
を

見
て

ほ
し

い
。

現
地

に
は

、
豊

か
な

自
然

や
生

態
系

が
残

っ
て

い
る

。

・ダ
ム

だ
け

で
な

く
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

利
用

し
た

河
川

工
事

を
し

て
ほ

し
く
な

い
。

中
筋

川
を

こ
れ

以
上

汚
し

て
ほ

し
く
な

い
。

・
現

地
を

も
っ

と
み

て
、

人
間

サ
イ

ド
だ

け
で

な
く
、

生
態

系
の

こ
と

も
考

え
て

、
検

討
し

て
ほ

し
い

。

・今
回

の
検

証
に

つ
い

て
、

ダ
ム

と
代

替
案

を
比

較
し

て
い

る
が

、
コ

ス
ト

だ
け

で
ダ

ム
と

判
断

す
る

の
は

お
か

し
い

。

・ダ
ム

が
完

成
し

た
と

し
て

も
、

冠
水

は
発

生
す

る
。

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

主
な

コ
メ

ン
ト
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6.3.2 関係住民からの意見聴取 

横瀬川ダム建設事業の検証においては、検証要領細目に定められている「関係住

民からの意見聴取」を以下のとおり実施した。 

(1) 意見聴取対象 ：「横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

(2) 意見聴取対象者 ：中筋川流域に在住の方 

(3) 意見聴取方法 ： 

意見を聴く場の開催に加えて、当日都合により発表できない方の意見を発表

する機会として紙面による意見募集を行った。 

(4) 報告書（素案）説明会： 

報告書（素案）の内容について理解を深めていただくため、流域住民を対象

とした説明会を開催した。 

開催日時：平成 24 年 11 月 5 日（月） 

開催場所：四万十市立中筋中学校 体育館 

(5) 関係住民からの意見を聴く場の開催 

開催日時：平成 24 年 11 月 10 日（土） 

開催場所：四万十市立中筋中学校 体育館 

(6) 紙面による意見募集： 

提出期間：平成 24 年 10 月 30 日（火）～平成 24 年 11 月 10 日（土） 

提出方法：電子メール、郵送、ファックス、回収箱への投稿 

(7) 資料の閲覧入手方法： 

報告書（素案）資料は、四国地方整備局のホームページに掲載するとともに、

国、県及び市役所で閲覧できるようにした。 

①インターネットによる閲覧 

四国地方整備局「横瀬川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討

の場」ホームページに記載した。 

(http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/kensyou_yokosegawa/houkokusyosoan/

houkokusyosoan.html)。 

 

②資料の閲覧場所 

国土交通省四国地方整備局 河川計画課 

（香川県高松市サンポート 3-33） 

国土交通省中村河川国道事務所 １階ロビー 

（高知県四万十市右山 2033-14） 

国土交通省中村河川国道事務所 四万十川出張所 

（高知県四万十市山路カウカ峯山 1629-2） 

国土交通省中筋川総合開発工事事務所 調査・品質確保課 

（高知県宿毛市平田町戸内 1692-1） 

国土交通省中筋川総合開発工事事務所 中筋川ダム管理庁舎 

（高知県宿毛市平田町黒川櫛ヶ崎山 5312-48） 

高知県庁土木部 河川課（高知県丸の内１丁目 2-20） 
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高知県幡多土木事務所（高知県四万十市古津賀 4 丁目 61 番地） 

高知県幡多土木事務所 宿毛事務所（高知県宿毛市宿毛 5342-7） 

四万十市役所 建設課（高知県四万十市中村大橋通 4 丁目 10） 

宿毛市役所 建設課（高知県宿毛市桜町 2-1） 

 

 

(8) 意見発表者：4 人からご意見を頂いた。 

意見発表者の地域別、世代別、性別を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 6-3-1 意見発表者の属性 

 

 

 

 

(9) 意見発表者のご意見 

関係住民から頂いたご意見の要旨と、それらのご意見に対する検討主体の考

え方を表 6-3-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 人数 世代 人数 性別 人数

四万十市 3 人 60歳代 3 人 男性 4 人

宿毛市 1 人 80歳代 1 人 女性 0 人
計 4 人 計 4 人 計 4 人

性別 意見数世代別 意見数地域別 意見数

四万十市

宿毛市

四万十市　3人

宿毛市
　1人

60歳代

80歳代

60歳代　3人

80歳代
1人

男性

女性

男性　4人

女性　0人
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表
6
-
3
-
3
-
(
1
)
 
 

寄
せ

ら
れ

た
ご

意
見

の
要

旨
と

検
討

主
体

の
考

え
方

(
1
/
2
)
 

章
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

4
.2

洪
水

調
節

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
.3

新
規

利
水

の
観

点
か

ら
の

検
討

4
.4

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
の

観
点

か
ら

の
検

討

【
横

瀬
川

ダ
ム

の
目

的
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

い
て

】

・
中

筋
川

流
域

で
生

活
し

半
世

紀
以

上
に

な
る

が
、

こ
の

間
幾

度
と

な
く
洪

水
被

害
に

悩
ま

さ
れ

て
き

た
。

こ
う

し
た

こ
と

か
ら

地
域

を
あ

げ
て

各
行

政
機

関
に

対
し

、
抜

本
的

な
治

水
対

策
を

訴
え

て
き

た
。

そ
の

結
果

、
中

筋
川

流
域

の
流

路
延

長
工

事
や

、
河

床
整

備
、

堤
防

工
事

な
ど

の
対

策
が

段
々

と
図

ら
れ

て
き

て
い

る
が

、
ま

だ
ま

だ
安

心
と

は
言

え
な

い
。

・
明

治
３

年
の

大
洪

水
で

は
家

屋
・
人

馬
が

流
さ

れ
た

。
ま

た
、

大
正

9
年

8月
の

大
洪

水
で

も
同

じ
よ

う
に

流
さ

れ
、

た
び

た
び

被
害

を
生

じ
て

き
た

。
そ

し
て

、
田

畑
は

荒
れ

、
皆

無
と

な
っ

た
。

（
横

瀬
地

区
は

4
km

の
細

長
い

集
落

で
、

8
0
町

歩
の

田
畑

が
あ

る
。

）　
そ

こ
で

、
大

正
1
0
年

に
耕

地
整

理
組

合
を

発
足

さ
せ

、
何

年
も

か
か

り
大

変
苦

労
し

、
耕

地
整

理
を

進
め

て
き

た
。

今
ま

で
土

地
改

良
事

業
は

４
回

も
行

っ
て

き
て

い
る

。

・
横

瀬
住

民
は

災
害

か
ら

生
命

・財
産

を
守

り
、

地
域

の
活

性
化

に
全

力
を

尽
く
し

て
き

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
未

だ
に

大
物

川
（
横

瀬
川

の
上

流
）
に

3
0
0～

4
0
0
m

m
の

雨
が

降
れ

ば
、

今
で

も
、

明
治

・大
正

と
同

じ
被

害
に

な
る

。

・
内

水
対

策
を

含
め

て
、

工
事

再
開

を
住

民
の

一
人

と
し

て
切

に
願

う
も

の
で

あ
る

。

・
ご

意
見

の
と

お
り

、
中

筋
川

流
域

で
は

近
年

で
も

浸
水

被
害

が
相

次
ぎ

、
早

急
な

治
水

対
策

が
必

要
で

あ
る

と
認

識
し

て
い

ま
す

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（
案

）を
と

り
ま

と
め

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

・
今

後
、

洪
水

や
内

水
に

よ
る

浸
水

被
害

の
発

生
状

況
を

注
視

し
つ

つ
調

査
・
検

討
を

行
う

と
共

に
、

必
要

な
施

策
に

つ
い

て
幅

広
く
検

討
し

、
国

、
県

、
市

が
協

力
・
連

携
・
分

担
し

て
取

り
組

ん
で

い
き

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

【
横

瀬
川

ダ
ム

の
水

力
発

電
等

有
効

活
用

に
対

す
る

ご
意

見
に

つ
い

て
】

・
ダ

ム
の

運
用

に
つ

い
て

で
あ

る
が

、
ダ

ム
の

水
利

用
が

十
分

に
な

さ
れ

て
い

な
い

。
生

活
に

必
要

不
可

欠
な

電
力

供
給

と
し

て
、

ダ
ム

に
よ

る
電

力
活

用
や

、
水

不
足

に
悩

む
地

域
に

活
用

す
る

こ
と

を
検

討
さ

れ
た

い
。

・
原

子
力

に
頼

ら
な

い
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

が
叫

ば
れ

て
い

る
が

、
当

地
域

で
は

、
坂

本
ダ

ム
、

中
筋

川
ダ

ム
、

そ
し

て
横

瀬
川

ダ
ム

と
い

う
電

力
を

生
み

出
す

、
す

ば
ら

し
い

施
設

が
あ

り
、

こ
の

施
設

を
フ

ル
活

用
し

、
今

以
上

の
発

電
が

可
能

か
ど

う
か

、
英

知
を

結
集

し
取

り
組

ん
で

い
た

だ
き

た
い

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

で
は

、
ダ

ム
下

流
の

正
常

流
量

確
保

の
た

め
の

ダ
ム

の
放

流
水

に
よ

り
発

電
し

、
ダ

ム
管

理
に

必
要

な
電

力
を

ま
か

な
う

ダ
ム

管
理

用
発

電
を

計
画

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
既

設
の

中
筋

川
ダ

ム
に

お
い

て
も

、
ダ

ム
管

理
用

発
電

を
行

っ
て

お
り

、
水

力
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
有

効
に

活
用

し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

頂
い

た
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
。

今
後

の
検

討
に

際
し

、
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

【
地

域
振

興
に

対
す

る
ご

意
見

に
つ

い
て

】

・
豊

か
な

自
然

が
残

さ
れ

て
お

り
、

横
瀬

川
ダ

ム
湖

を
観

光
資

源
と

し
て

利
用

し
た

い
。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
地

域
振

興
へ

の
効

果
に

つ
い

て
は

、
評

価
軸

「
地

域
社

会
へ

の
影

響
（地

域
振

興
に

対
し

て
ど

の
よ

う
な

効
果

が
あ

る
か

）
」
に

お
い

て
、

評
価

を
行

っ
て

い
ま

す
。
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表
6
-
3
-
3
-
(
2
)
 
 

寄
せ

ら
れ

た
ご

意
見

の
要

旨
と

検
討

主
体

の
考

え
方

(
2
/
2
)
 

章
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

・
 ダ

ム
は

ど
う

し
て

も
造

っ
て

頂
か

な
い

と
困

る
。

中
筋

地
区

住
民

の
ほ

と
ん

ど
の

住
民

の
思

い
で

あ
る

。
こ

こ
ま

で
や

っ
て

き
た

中
で

、
今

更
、

止
め

ら
れ

て
は

た
ま

ら
な

い
。

ダ
ム

が
必

要
で

あ
る

と
い

う
信

念
の

一
途

で
あ

る
。

・
 地

域
と

し
て

国
交

省
に

協
力

し
て

き
た

。
一

生
原

の
住

民
1
0
名

く
ら

い
が

移
転

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

が
、

そ
の

中
の

1
人

の
友

人
が

、
数

年
前

に
亡

く
な

ら
れ

た
が

、
病

床
に

つ
い

て
か

ら
「昔

か
ら

の
一

生
原

の
家

で
亡

く
な

り
た

い
」
が

、
口

癖
で

あ
っ

た
。

こ
の

よ
う

に
多

く
の

犠
牲

を
は

ら
っ

て
、

今
日

に
至

っ
て

お
り

、
ど

う
し

て
も

完
成

に
も

っ
て

い
っ

て
欲

し
い

。

・
 現

在
、

ダ
ム

事
業

が
ス

ト
ッ

プ
し

て
い

る
が

、
横

瀬
川

ダ
ム

の
１

日
も

早
い

完
成

を
地

域
住

民
と

と
も

に
念

願
し

て
い

る
。

・
平

田
、

山
奈

地
区

に
と

っ
て

は
、

洪
水

被
害

に
悩

ま
さ

れ
て

き
た

と
い

う
経

緯
が

あ
る

。
平

成
1
1
年

に
中

筋
川

ダ
ム

の
完

成
に

よ
り

、
洪

水
被

害
は

大
幅

に
改

善
さ

れ
て

き
て

い
る

が
、

い
ま

だ
一

部
地

区
で

は
慢

性
的

な
浸

水
被

害
が

続
い

て
お

り
、

1
0
0
％

と
は

い
え

な
い

。
横

瀬
川

ダ
ム

の
早

期
完

成
に

よ
り

、
よ

り
安

心
・
安

全
な

生
活

が
保

障
さ

れ
る

も
の

を
期

待
す

る
。

4
.6

検
証

対
象

ダ
ム

の
総

合
的

な
評

価

【
目

的
別

の
総

合
評

価
、

検
証

対
象

ダ
ム

の
総

合
評

価
に

つ
い

て
】

・
遊

水
地

は
反

対
で

あ
る

。
遊

水
地

が
想

定
さ

れ
て

い
る

江
ノ

村
箇

所
は

、
つ

る
の

越
冬

地
造

成
や

、
地

域
経

済
が

低
迷

す
る

中
、

農
業

が
大

き
な

経
済

基
盤

に
な

っ
て

お
り

、
無

農
薬

米
の

栽
培

な
ど

新
た

な
農

業
の

取
り

組
み

を
進

め
て

お
り

、
パ

ブ
コ

メ
の

「
優

良
農

地
を

取
り

上
げ

犠
牲

に
す

る
こ

と
は

到
底

受
け

入
れ

ら
れ

な
い

」
と

の
意

見
と

同
意

で
あ

る
。

・
1
0
月

2
5
日

の
検

討
の

場
に

関
す

る
翌

日
の

高
知

新
聞

に
表

題
が

「
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

有
利

」
の

記
事

が
あ

っ
た

が
、

高
知

県
知

事
、

四
万

十
市

長
、

宿
毛

市
長

の
考

え
も

述
べ

ら
れ

て
い

る
が

、
我

々
の

代
表

の
意

見
で

あ
り

、
地

域
と

し
て

も
同

意
す

る
。

・
報

告
書

(素
案

)は
、

中
筋

川
流

域
の

治
水

や
利

水
を

含
ん

だ
総

合
的

な
見

地
か

ら
ダ

ム
建

設
に

替
わ

る
さ

ま
ざ

ま
な

方
策

を
全

方
位

で
検

討
精

査
さ

れ
、

す
べ

て
の

面
で

横
瀬

川
ダ

ム
が

善
の

方
法

で
あ

る
と

結
論

さ
れ

て
い

る
と

思
う

。

・
今

回
の

横
瀬

川
ダ

ム
の

検
証

に
お

け
る

治
水

対
策

案
と

し
て

、
河

道
掘

削
、

引
堤

、
堤

防
の

か
さ

上
げ

、
遊

水
地

、
あ

る
い

は
放

水
路

案
と

い
っ

た
多

く
の

対
策

が
出

さ
れ

、
そ

れ
ぞ

れ
専

門
分

野
で

検
討

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
洪

水
時

に
お

け
る

中
筋

川
の

水
位

を
出

来
る

限
り

低
下

さ
せ

、
流

下
能

力
を

向
上

さ
せ

る
対

策
の

実
現

を
強

く
望

む
。

そ
れ

に
は

、
河

川
改

修
工

事
の

促
進

は
も

と
よ

り
、

洪
水

発
生

の
源

で
調

節
す

る
「
ダ

ム
方

式
」
が

も
理

に
か

な
っ

た
方

策
で

あ
る

と
考

え
る

。

・
横

瀬
川

ダ
ム

以
外

の
対

策
は

あ
り

得
な

い
と

考
え

る
。

横
瀬

川
ダ

ム
事

業
の

継
続

の
判

断
を

１
日

も
早

く
行

う
こ

と
を

願
っ

て
い

る
。

・
横

瀬
川

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
は

、
「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

、
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
｢ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣に
お

い
て

、
「
治

水
対

策
案

は
、

以
下

の
1
)～

2
6
)を

参
考

に
し

て
、

幅
広

い
方

策
を

組
み

合
わ

せ
て

検
討

す
る

（
略

) 
3
)

遊
水

地
(調

節
池

)等
」と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

遊
水

地
を

含
む

治
水

対
策

案
に

つ
い

て
も

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
ご

意
見

を
踏

ま
え

、
遊

水
地

案
に

つ
い

て
は

、
営

農
へ

の
影

響
に

配
慮

し
、

農
地

へ
の

影
響

を
少

し
で

も
回

避
す

る
た

め
に

遊
水

地
面

積
を

小
さ

く
し

た
『
遊

水
地

(掘
削

無
し

（
小

）
)』

と
、

他
の

対
策

案
を

組
み

合
わ

せ
て

検
討

し
て

い
ま

す
。

・
ま

た
、

同
様

に
営

農
へ

の
影

響
に

配
慮

し
た

、
「
放

水
路

（
海

ル
ー

ト
）
」
、

「
放

水
路

（
四

万
十

川
ル

ー
ト

(小
）
）
」
、

「
既

設
ダ

ム
の

有
効

活
用

（
中

筋
川

ダ
ム

貯
水

池
掘

削
）
」
が

含
ま

れ
る

対
策

案
も

検
討

し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

横
瀬

川
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方

針
（
案

）
を

と
り

ま
と

め
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
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6.3.3 関係地方公共団体の長からの意見聴取 

「本報告書（原案）案」に対する関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施し、

その結果等について記述する予定。 

 

6.3.4 関係利水者からの意見聴取 

「本報告書（原案）案」に対する関係利水者からの意見聴取を実施し、その結果

等について記述する予定。 

 

6.3.5 事業評価監視委員会からの意見聴取 

事業評価監視委員会からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
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7. 対応方針 (原案) 

○検証対象ダムの総合的な評価 

検討対象ダムの総合的な評価を以下に示す。 
治水（洪水調節）、新規利水、流水の正常な機能の維持について目的別の総合評価を行 

った結果、 も有利な案は、「横瀬川ダム案」となり、全ての目的別の総合評価の結果が 
一致した。よって、総合的な評価において、 も有利な案は、「横瀬川ダム案」である。 

 

○パブリックコメント、関係住民及び学識経験を有する者等からのご意見 

パブリックコメント、関係住民及び学識経験を有する者等からの意見聴取を行い、さ

まざまな観点から幅広いご意見を頂いた。これらのご意見を踏まえ、本報告書（素案）

の修正等を行った。 

 

○関係地方公共団体の長からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討に対す

る関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施し、その結果等により記述する予定。） 

 

○関係利水者からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討に対す

る関係利水者からの意見聴取を実施し、その結果等により記述する予定。） 

 

○事業の投資効果（費用対効果分析） 

洪水調節については「治水経済調査マニュアル（案）（平成17 年4 月 国土交通省河

川局）」に基づき、また、流水の正常な機能の維持については、代替法にて算定を行い、

横瀬川ダムの費用対効果分析を行った結果、全体事業におけるＢ／Ｃは1.3で、残事業の

Ｂ／Ｃは1.9であることから、事業の投資効果を確認した。 

 

○事業評価監視委員会からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び横瀬川ダム建設事業の検証に係る検討に対す

る四国地方整備局事業評価監視委員会からの意見聴取を実施し、その結果等により記述

する予定） 

 

○対応方針（原案） 

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、検証に係る検

討を行った結果、横瀬川ダム建設事業については「継続」することが妥当であると考え

られる。 
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